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令 和 ２ 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和２年10月16日 (金曜日)

開 会 午前10時１分

散 会 午後５時24分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ２ 年 令和元年度沖縄県一般会計決算

第６回議会 の認定について（企画部、出納

認定第１号 事務局、監査委員事務局、人

事委員会事務局及び議会事務

局所管分）

２ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 又 吉 清 義君

副委員長 島 尻 忠 明君

委 員 仲 村 家 治君 花 城 大 輔君

仲 田 弘 毅君 当 山 勝 利君

仲宗根 悟君 西 銘 純 恵さん

渡久地 修君 國 仲 昌 二君

山 里 将 雄君 平 良 昭 一君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 宮 城 力君

企 画 部 参 事 宮 平 尚君

企 画 調 整 課 長 喜舎場 健 太君

交 通 政 策 課 長 金 城 康 司君

交 通 政 策 課 寺 本 美 幸さん
公 共 交 通 推 進 室 長

交 通 政 策 課 副 参 事 大 嶺 寛君

統 計 課 長 糸 数 勝君

科 学 技 術 振 興 課 長 金 城 克 也君

総 合 情 報 政 策 課 長 加賀谷 陽 平君

地 域 ･ 離 島 課 長 森 田 賢君

市 町 村 課 副 参 事 山 内 明 良君

会 計 管 理 者 伊 川 秀 樹君

監 査 委 員 事 務 局 長 渡嘉敷 道 夫君

人 事 委 員 会 事 務 局 長 大 城 直 人君

議 会 事 務 局 長 勝 連 盛 博君
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○又吉清義委員長 ただいまから総務企画委員会を

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和２年第

６回議会認定第１号及び決算調査報告書記載内容等

についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

局長の出席を求めております。

まず初めに、企画部長から企画部関係決算の概要

説明を求めます。

宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 おはようございます。

それでは、企画部の令和元年度歳入歳出決算説明

資料により御説明いたします。

資料の１ページをお願いいたします。

企画部は一般会計のみとなっており、所管の歳入

決算総額は、予算現額（Ａ欄）379億4876万4712円に

対し、調定額（Ｂ欄）309億647万1692円、収入済額

（Ｃ欄）309億564万1592円、不納欠損額（Ｄ欄）０円、

収入未済額（Ｅ欄）83万100円となっております。

款ごとに御説明いたします。（款）使用料及び手数

料は、予算現額524万2000円、調定額181万7628円で

同額収入済みであります。これは主に行政財産使用

許可に係る使用料収入であります。

（款）国庫支出金は、予算現額365億1066万712円、

調定額294億6884万2330円で同額収入済みでありま

す。これは主に（項）国庫補助金の沖縄振興特別推

進交付金や、（項）委託金の参議院議員通常選挙費で

あります。

（款）財産収入は、予算現額１億8985万4000円、

調定額３億2249万4984円で同額収入済みであります。

財産収入の主なものは、（項）財産運用収入（目）財

産貸付収入における沖縄県特定駐留軍用地内土地貸

付料であります。

資料２ページをお願いいたします。

（款）寄附金は、予算現額583万6000円、調定額363万

600円で同額収入済みであります。これは知的・産業

クラスター形成推進寄附金としての受入れでありま

す。

総務企画委員会記録（第２号）
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（款）繰入金は、予算現額３億3749万8000円、調

定額３億1593万9765円で同額収入済みであります。

これは主に沖縄県特定駐留軍用地内土地取得事業基

金からの繰入れであります。

（款）諸収入は、予算現額６億4547万4000円、調

定額６億984万6385円で、収入済額６億901万6285円、

収入未済額83万100円となっております。諸収入の主

なものは、（目）総務貸付金元利収入の地域総合整備

資金貸付金元利収入であります。収入未済は、（項）

雑入（目）雑入の沖縄県地上デジタル放送受信者支

援事業の交付決定取消しに係る返還金であります。

（款）県債は、予算現額２億5420万円、調定額１億

8390万円で同額収入済みであります。これは主に沖

縄振興特別推進交付金事業の大東地区情報通信基盤

整備促進事業に係る起債であります。

３ページをお願いいたします。

令和元年度一般会計歳出決算について御説明申し

上げます。企画部の予算は（款）総務費に計上され

ております。

歳出決算総額は、予算現額（Ａ欄）448億244万4390円

に対し支出済額（Ｂ欄）370億2108万7175円、翌年度

繰越額（Ｃ欄）64億1508万6000円、不用額（Ｄ欄）13億

6627万1215円となっております。予算現額に対する

支出済額の割合である執行率は82.6％、繰越額の割

合である繰越率は14.3％となっております。

翌年度繰越額（Ｃ欄）について御説明申し上げま

す。（項）企画費の繰越額２億1814万6000円のうち

（目）総務企画費293万7000円は、通信施設維持管理

費における事業期間の見直しに伴う繰越しでありま

す。（目）計画調査費２億1520万9000円は、超高速ブ

ロードバンド環境整備促進事業における整備計画変

更によるもの、テレビ放送運営事業費における計画

変更等に伴う繰越し等であります。

（項）市町村振興費の繰越しは、（目）沖縄振興特

別推進交付金61億9694万円となっており、主な要因

としては、資材や労務者の手配困難、入札不調等に

伴う事業期間の見直し、工事の実施に伴い生じた状

況変化への対応等によるものであります。

不用額（Ｄ欄）の主なものについて御説明申し上

げます。（項）総務管理費の不用額2401万1470円は、

主に特定駐留軍用地土地取得事業において、駐留軍

用地内の土地取得が当初見込みより少なかったこと

に伴う公有財産購入費の執行残によるものでありま

す。

（項）企画費の不用額５億6168万4912円のうち、

（目）企画総務費に係る主なものは、通信施設維持

管理費における委託料の執行残によるものでありま

す。（目）計画調査費に係る主なものは、沖縄離島住

民等交通コスト負担軽減事業における３月の実績が

減少したことに伴う負担金の執行残、石油製品輸送

等補助事業費における石油輸送量が当初見込みより

少なかったことに伴う補助金の執行残によるもので

あります。

（項）市町村振興費の不用額６億9478万6120円は、

主に（目）沖縄振興特別推進交付金において、市町

村事業に係る入札残及び事業計画の変更等による交

付金の執行残であります。

（項）選挙費の不用額844万1240円は、主に参議院

議員通常選挙費の公費負担経費の執行残であります。

（項）統計調査費の不用額7734万7473円は、主に

全国家計構造調査費の市町村に対する交付金の執行

残であります。

以上で、企画部所管の令和元年度一般会計歳入歳

出決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。

次に、会計管理者から出納事務局関係決算の概要

説明を求めます。

伊川秀樹会計管理者。

○伊川秀樹会計管理者 おはようございます。

それでは、続きまして出納事務局所管の令和元年

度歳入歳出決算の概要につきまして、サイドブック

スに掲載されております令和元年度歳入歳出決算説

明資料出納事務局に基づきまして御説明をいたしま

す。

資料１ページをお願いいたします。

初めに、歳入について御説明をいたします。

予算現額の計Ａ欄は、（款）使用料及び手数料、（款）

財産収入、（款）諸収入の合計で2302万5000円となっ

ております。

調定額Ｂ欄は19億8521万778円で、収入済額Ｃ欄も

同額となっております。

（款）使用料及び手数料（項）証紙収入について

は、各部局で予算を計上していることから予算現額

の計Ａ欄は０円となっております。

証紙収入の調定額及び収入済額については、出納

事務局会計課で行っている証紙売りさばき分になり

ます。

続きまして、資料の２ページを御覧いただきたい

と思います。

次に、歳出について御説明をいたします。

（款）総務費（項）総務管理費の予算現額計Ａ欄

は、繰越額、予算予備費充当及び流用増減額を含め

６億2375万2200円となっております。
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支出済額Ｂ欄は６億480万8652円で、予算現額に対

する支出済額の割合である執行率は97％となってお

ります。

不用額は1894万3548円で、その主なものは、委託

料の執行残となっております。

以上で、出納事務局の令和元年度歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、監査委員事務局長から監査委員事務局関係

決算の概要説明を求めます。

渡嘉敷道夫監査委員事務局長。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 おはようございま

す。

それでは、監査委員事務局所管の令和元年度一般

会計歳入歳出決算の概要につきまして、サイドブッ

クスに掲載されております令和元年度歳入歳出決算

説明資料により御説明をさせていただきます。

ただいま青いメッセージで通知いたしました令和

元年度歳入歳出決算説明資料のタップをお願いいた

します。

それでは、画面をスクロールしていただき、説明

資料の１ページを御表示ください。

歳入の決算について御説明をいたします。

監査委員事務局の歳入総額は、（款）諸収入でＣ欄

になりますが収入済額が5196円となっております。

その内容は、非常勤職員に係る雇用保険料となって

おります。調定額に対する収入済額の割合は100％と

なっております。

画面をスクロールしていただき、資料の２ページ

を御表示ください。

歳出の決算について御説明いたします。

歳出の合計は、（款）総務費（項）監査委員費の予

算現額Ａ欄になりますが、１億8403万7000円に対し

まして支出済額はＢ欄の１億7973万3450円で、執行

率は97.7％となっております。

不用額は430万3550円で、その主なものは、旅費、

報酬及び職員手当等の執行残によるものであります。

以上で、監査委員事務局所管の決算の概要説明を

終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 監査委員事務局長の説明は終わ

りました。

次に、人事委員会事務局長から人事委員会事務局

関係決算の概要説明を求めます。

大城直人人事委員会事務局長。

○大城直人人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局所管の令和元年度一般会計歳入歳出決算

の概要について、御説明いたします。

ただいま青いメッセージで通知しました令和元年

度歳入歳出決算説明資料をタップしてください。

それでは、画面をスクロールしていただき、説明

資料の１ページを御表示ください。

歳入決算状況について御説明いたします。

人事委員会事務局の歳入総額は、（款）諸収入の収

入済額（Ｃ）欄が197万3266円となっております。そ

の内容につきましては、公平審査・苦情相談業務の

受託経費、警察官採用共同試験の実施に係る経費と

非常勤職員等に係る雇用保険料であります。なお、

調定額に対する収入済額の割合は、100％となってお

ります。

説明資料の２ページをお願いします。

歳出決算状況について御説明いたします。

（款）総務費（項）人事委員会の歳出総額は、予

算現額（Ａ）欄１億7714万6000円に対し、支出済額

（Ｂ）欄１億6975万8990円、不用額738万7010円となっ

ております。執行率は95.8％となっております。

不用額の主な内容は、職員費及び職員採用試験費

の執行残等であります。

以上で、人事委員会事務局所管の歳入歳出決算の

概要を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 人事委員会事務局長の説明は終

わりました。

次に、議会事務局長から議会事務局関係決算の概

要説明を求めます。

勝連盛博議会事務局長。

○勝連盛博議会事務局長 おはようございます。

それでは、議会事務局所管の令和元年度一般会計

歳入歳出決算の概要につきまして、御説明いたしま

す。

お手元のタブレットへ通知いたしました令和元年

度歳入歳出決算説明資料（県議会事務局）をタップ

し、御覧ください。

それでは、画面に表示されております表紙、目次

をスクロールしていただき、１ページを御表示くだ

さい。

初めに、歳入決算について御説明いたします。

議会事務局の歳入総額は、予算現額の231万円に対

し、調定額が229万2770円、収入済額が229万2770円、

収入済額の割合は100％となっております。

収入済額のうち、（款）使用料及び手数料38万474円

は、議会棟１階ラウンジ等の建物使用料であります。
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（款）諸収入の191万2296円は、１階ラウンジ等の

電気代等の雑入であります。

次に、２ページをお開きください。

歳出決算について御説明申し上げます。

議会事務局の歳出総額は、予算現額の14億1621万

4000円に対し、支出済額が13億7753万6462円、不用

額が3867万7538円で、執行率は97.3％となっており

ます。

不用額の主な内容を（目）別に御説明しますと、

（目）議会費の不用額2627万1765円は、旅費等の執

行残となっております。次に、（目）事務局費の不用

額1240万5773円は、旅費、職員費等の執行残となっ

ております。

以上が、議会事務局所管の歳入歳出決算の概要で

あります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 議会事務局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑に際しては、あらかじめ引用する決算資料の

名称、ページ及び事業名等を告げた上で、当該ペー

ジをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、

質疑を行うようお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆様の御協力をよろしく

お願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 おはようございます。

では、質疑をさせていただきます。ただいま送ら

れたと思いますけども、まず、成果報告書の17ペー

ジ、鉄軌道導入促進に向けた取組について伺います。

これまで皆様方、いろいろなことでやっていらっしゃ

います、導入に向けて頑張っていらっしゃいますけ

れども、ここにも書いてありますように、県の行っ

ている費用便益比というのは１を超えることを確認

したと書いてはありますけれども、基本的には上下

分離方式が前提になっているかと思います。これは

法令等の関係があって、なかなかここが壁になって

いると思うんですけども、国との調整について伺い

ます。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

県の全体的な調査につきましてですが、事業採算

性、こちらにつきましては、全国新幹線鉄道整備法

を参考とした上下分離方式による事業スキームを想

定して検討を行っております。また、費用便益比に

つきましては、将来の観光客数について平成30年度

までの実績を踏まえ1200万人から1400万人を設定し、

また、貨物車に係る便益等を見込むというような形

で検討を行っております。こういった県の費用便益

比に係る検討結果につきまして、国のほうからは前

提条件や算定手法については根拠を持って検討され

たものと理解している。一方、国においても、これ

まで自らの調査について、適切な手法等を用いて検

討を行ってきたところである。県においては、今後

新たな沖縄振興に向けた議論の中で、県自らが実施

した検討結果等に基づき、県としての考え方をしっ

かり示していただければよいとして、国は県の考え

方を受け止めて、国におけるこれまでの調査結果や

国の総点検結果を踏まえて、今後の方向性を検討、

判断していく考えであるという見解を示しておりま

す。また、県としましては、事業採算性確保の観点

からは、全国新幹線鉄道法を参考とした公設民営型

の上下分離方式による特例制度の創設が必要と考え

ておりますので、今後は、国と鉄軌道導入に向けて

特例制度の創設も含めた具体的な議論を行ってまい

りたいと考えております。

○当山勝利委員 そこがいつも議論になっているん

ですけども、その上下分離方式、国がもうある程度

一定の理解をされているのかなと、今の御答弁だと

そういうふうに聞こえますけども、今後ですね、こ

こをクリアしないと費用便益比が１を超えないわけ

ですから、そうすると鉄道も導入できないというこ

とになるので、どう取り組んでいかれるのかを伺い

ます。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 県におき

ましては、今後、国の総点検作業が終了します10月
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下旬頃に、新たな沖縄振興に必要な制度についての

中間報告を行うこととしております。鉄軌道につき

ましてもその中にしっかり盛り込んで、国との議論

を加速させていくこととしておりますので、その中

でしっかりとですね、前に進められるように議論を

進めてまいりたいと考えております。

○当山勝利委員 ぜひ、これはしっかり取り組んで

いただきたいと思います。

次に、ページめくりまして21ページです。

沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業に

ついて伺います。まず、具体的な成果について伺い

ます。

○金城克也科学技術振興課長 この事業は県内大学

等の研究成果を産業利用へつなげるイノベーション

システムを構築するものであり、これにより沖縄県

における知的・産業クラスターの形成を促進するこ

ととしております。令和元年度における主な成果に

ついては、企業が有する素材と沖縄高専の有する技

術を組み合わせて、人間の健康に寄与する機能性商

品の研究開発を支援しているところです。具体的に

は、炎症性腸疾患の炎症抑制効果を通じた生活の質

の改善を目指した商品の開発などを目指しておりま

す。今後とも、研究段階に応じて得られた成果を発

展させる産学連携の共同研究を支援することで、知

的・産業クラスターの形成を推進していきたいと考

えております。

○当山勝利委員 その中でですね、令和元年、実用

化に向けた共同研究ということで補助金制度を使っ

てやられているものが２事業あるかと思います。こ

れは令和元年で終了したということですが、現在ど

のような状況なのか、令和２年度以降どのような状

況なのか伺います。

○金城克也科学技術振興課長 沖縄高専との研究に

ついては、具体的に新聞報道にもあるんですが、ベー

タ・グルカンを使った技術開発をしていて、それの

記事が沖縄タイムスのほうに出ておりますが、免疫

向上の商品開発にこの事業を通して期待できるとい

うことです。このベータ・グルカンというのは、泡

盛蒸留粕などを用いて、先ほども申し上げましたけ

ども、免疫向上作用があるとされるこのベータ・グ

ルカンを培養する方法とか、それから機能性などに

関する、沖縄高専と―これは愛知県のメーカーなん

ですけども、伊藤忠製糖との共同研究が実施されて

おりまして、それを使った商品がいずれ出てくるも

のではないかというふうに考えているところです。

○当山勝利委員 県の補助金を使ったものは令和元

年度で終わって、今この状況の話だと、引き続き企

業側と研究所側で研究をやられているということに

なっているかと思います。いずれも企業が本土企業

なんですよね、この２つの補助金で使っていたもの

は。本土企業との共同研究、そして地元の研究機関

との共同研究ということになると、結局、沖縄のシー

ズと本土の企業のマッチングによって研究はここで

やられるかもしれないですけども、製造自体はもう

本土のほうでやられてしまうということになる可能

性が高いんですよね。そうした場合に、沖縄の利益

になるのかどうなのかというのがなかなか見えてこ

ないんですが、そこら辺どのようなお考えをお持ち

でしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 確かに、委員おっしゃ

るように、県内の研究機関、高専とか琉大も含めて

なんですけれども、そういったところと県外の企業

が一緒に研究すると、先ほど委員がおっしゃられた

ように県下にという話もあるんですけれども、県外

の企業のノウハウを沖縄でもまた活用できるのでは

ないかと我々考えておりまして、そういったノウハ

ウを県内の企業に還元できればなというふうに考え

ております。

○当山勝利委員 分かりました。

県内企業の現在の開発や製造技術レベルというの

はそんなに高くないのかもしれないので、そういう

難しい問題等はあるんですが、今のような形で技術

を向上させていただくということと、あと、どの企

業であっても沖縄県の研究機関と県がつなぐという

ことであれば、やはり沖縄県の利益につなげなけれ

ばいけないということが使命だと思いますけども、

そこら辺は何とか工夫できないか、お考えはないで

しょうか。

○金城克也科学技術振興課長 今回はですね、県内

の研究機関と本土の企業さんが組んで事業を展開し

ていただきましたが、次の段階では、県内の研究機

関、それから県外のそういったノウハウを持ってい

る企業のプラスアルファで―県内の企業はノウハウ

が低いところも高いところもあるんですけれども、

そういった企業を組み合わせて事業ができるような

スキームを考えていきたいと思っております。

○当山勝利委員 この事業をまだ引き続きやられて

いて、今１件、その県内企業とジョイントされてい

るものもあるというふうに聞いておりますので、そ

こら辺は県内の技術レベルとか、利益になればなと

思っております。

隣のページ、22ページに行きます。成長分野リー

ディングプロジェクト創出事業について伺います。

こちらのほうの具体的な成果をお聞かせください。
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○金城克也科学技術振興課長 この事業では、沖縄

21世紀ビジョン基本計画で成長分野に位置づけてい

る健康医療、環境エネルギー分野において新たな産

業の核となるリーディングプロジェクトを創出する

ための共同研究を支援しております。成果として、

例えば琉球大学と北里大学による沖縄生物資源由来

の創薬を目指す研究では、県内の植物、海洋生物及

び微生物から抽出した物質を分析し、マラリア等の

感染症に期待できる化合物を見いだしたなどの成果

や、ＯＩＳＴによる県産微生物を用いた養豚配水の

窒素・リン処理技術の研究開発では、研究室レベル

ではございますけれども、窒素の一般排出基準、リッ

トル当たり100ミリグラムを達成し、80％のリン除去

を達成したなどの成果報告を受けております。当該

事業による基礎的な研究成果を基に、化合物の安全

性や製造コスト等の技術的課題を研究しつつ応用研

究につなげてもらうことで、今後の実用化産業創出

に寄与するものと考えております。

○当山勝利委員 この事業は、健康医療分野で２事

業、それから環境エネルギーで２事業がそれぞれや

られていて、平成29年から令和元年までの３年間や

られている事業だと思います。基礎研究的なところ

を実用化するというところで、なかなか時間がかかっ

てですね、この３年間では厳しいかと思うんですけ

れども、今の事業が終わって、その次、令和２年以

降どのような状況になっているか伺います。

○金城克也科学技術振興課長 今回、先ほど私が紹

介いたしました琉球大学と北里大学の生物由来の創

薬を目指す研究というのは、まだ応用研究の段階で、

次のステップが必要と考えます。

それから、ＯＩＳＴによる県産微生物の養豚排水

の窒素・リンの研究開発は、今は研究室レベルでご

ざいますけれども、次は実証に向けて多分走り出す

と思いますので、ＯＩＳＴの県産微生物を用いた養

豚排水については今後、一、二年とはいかないかも

しれないですけども、近いうちに成果が出ると我々

は考えているところでございます。

○当山勝利委員 ４つのテーマをやられていて、３年

間、先ほど言われたようになかなか進まないという

か、基礎研究に近いのですぐには成果が現れないと

思いますけども、これを、また引き続き県として事

業を進めるための手だてというのはあるのでしょう

か。

○金城克也科学技術振興課長 引き続き、それぞれ

の事業がまだあと１年近く残っているものがござい

ますので、その中で次のステップに進む研究がある

とすれば、それはそこで採択をして事業を続けても

らいたいと考えているところです。

○当山勝利委員 ぜひよろしくお願いします。

次のページに移ります。23ページですね、沖縄感

染症研究成果活用推進事業について伺います。まず

この事業についての、令和元年の成果について伺い

ます。

○金城克也科学技術振興課長 本事業では、大学等

における感染症分野の研究成果を産業利用等につな

げるため、平成30年度から企業等が行う研究開発を

支援しているところでございます。具体的には、デ

ング熱ウイルス等の感染を判別するキットの研究開

発、それから、環境中の感染症病原体をモニタリン

グ、監視する装置の研究開発の２テーマに対して支

援をしているところです。これらの研究開発は、令

和３年度末に試作品の開発に向け取り組んでいると

ころだと聞いております。

以上です。

○当山勝利委員 今、新型コロナウイルス感染症が

世界中で拡大しているという中で、感染症対策とい

うのが、関心が高くなっていると思うんですね。今

後もコロナに限らず、感染症の研究が重要になって

くると思いますけども、そこら辺はどのように認識

されていますでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 これまで沖縄県―企

画部においては、特に沖縄振興特別推進交付金が設

立された平成20年度以降、感染症分野における研究

を積極的に支援しているところでございます。本県

においては、創薬の原料となる生物資源が豊富であ

り、感染症分野の研究を行うに当たり高いポテンシャ

ルを有していると思っております。感染症分野の研

究開発等を支援することは、研究成果を産業利用等

につなげることのみならず、本県の感染症対策、ひ

いては県民の健康増進や医療技術の向上につながる

ものと期待しているところでございます。

○当山勝利委員 もう一点、沖縄でやられているこ

とには、東南アジアに近いからということも含めて

やられていると伺っておりますけれども、この感染

症研究を進めることは東南アジアに近い沖縄でもよ

いと思いますけれども、そこら辺も含めて今後の展

開について伺います。

○金城克也科学技術振興課長 東南アジアというと

ですね、デング熱ウイルスの感染を判別するキット

がアジアに向けて研究開発を進めていて、それの成

果が出るとですね、ターゲットは東南アジアになる

ということになります。

それから、先ほどお話ししました感染症病原体の

モニタリングについては、これは世界共通、それか
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ら日本もそうなんですけども、日本でも使えるよう

なモニタリング装置になると思いますので、ぜひこ

れはですね、研究開発は令和３年度末には試作品が

できると聞いておりますので、そういった研究をさ

れる方々についてはどんどん取り組んでいってほし

いなというふうに考えております。

○当山勝利委員 コロナにかかわらず、今後、新し

い感染症がどんどん出てくる可能性があるというこ

とは専門家も指摘しているところなので、ぜひ沖縄

県でもこういうことを積極的にされているというこ

とですから、しっかり今後とも取り組んでいただき

たいと思います。

次、24ページ、隣のページに行きます。

先端医療技術実用化促進事業について伺います。

この事業の具体的な令和元年の成果を伺います。

○金城克也科学技術振興課長 本事業は先端医療技

術である再生医療分野、それから疾患機能分野にお

ける共同研究を支援しているところです。具体的な

成果の例として、再生医療分野では、体の中で溶け

てなくなり人体に移植できる医療用不織布シートを

作成し、シート上で複数の組織に変化できる脂肪幹

細胞を効率的に増やす技術を開発しました。本成果

は、肝硬変などの新たな治療法につなげることがで

きると考えております。また、疾患機能分野におい

ては、生活習慣病の発症及び進展に関与するゲノム

情報を明らかにするため、2639人分の沖縄県民のゲ

ノムＤＮＡ、血漿、それから臨床情報を取得しまし

た。本成果は、生活習慣病の進行などを予測する仕

組みの開発などにつなげることができると考えてお

ります。これらの成果を基に引き続き研究を進め、

先端医療技術の実用化、事業化ひいては県民への成

果還元につなげるべく努力してまいりたいと思って

おります。

以上です。

○当山勝利委員 今、２つの分野の説明がありまし

たけども、細胞シートというものの実用化の促進だ

というふうになっているわけですが、商工さんのほ

うでも再生医療の取組もされていると思いますが、

そこら辺との、商工との連携というのはどうなって

いますでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 県では産学官が連携

し、新事業、新産業を創出する知的・産業クラスター

の形成を目指しております。現在、企画部では、主

に研究の比較的入り口段階に対する支援をしており

ます。例えば、事業化を見据えた大学と企業との共

同研究に取り組んでいます。その一方、商工労働部

では主に比較的研究の出口に近い、産業に近い段階、

例えば企業が行う製品化に向けた研究開発に対する

支援を行っております。企画部において共同研究等

を重ねることで、その成果が商工労働部の施策につ

ながっていくものと考えていますので、引き続き商

工労働部と意見交換を密に行い連携しながら、沖縄

県における知的・産業クラスターの形成に努めてま

いりたいと思っております。

以上です。

○当山勝利委員 それぞれ持ち場、役割があると思

いますので、そこら辺はしっかり連携していただけ

たらと思います。

それとですね、一連の今まで聞いた事業というの

は科学技術振興予算の中に入っている事業かと思い

ます。これまでの一連の事業というのは、一括交付

金で実施されていました。ですので、その一括交付

金、ソフト交付金の予算が増えたり減ったりするこ

とによって、事業予算もこれまで増減してきたわけ

ですよね。そのため安定した事業が実施できなかっ

たかと思いますが、そこら辺を伺います。

○金城克也科学技術振興課長 科学技術振興予算に

ついては、今年度の総点検や次年度の新たな振興計

画の議論を踏まえて必要な予算を確保できるように

取り組むとともに、沖縄振興特別推進交付金以外の

国庫補助の活用についても情報収集に努めてまいり

たいと考えております。

○当山勝利委員 部長にお伺いしますけれども、次

期振計でも科学技術振興というのはしっかりと取り

組んでいかれるかどうか伺います。

○宮城力企画部長 新たな沖縄振興制度の提言を今

回10月に行うこととしております。これについて、

制度の拡充あるいは新設について求めていくことと

しております。一括交付金は基本的に継続という方

向で内閣府と調整をしたいと思っておりまして、基

本的には補助率も高い、財政的にも有利、この財源

を活用して科学技術振興予算の確保に努めていきた

いと考えております。総点検の結果の中では、ベン

チャー企業は集積してきたけれども、それぞれの段

階で総合的な支援を図る必要があるというふうに検

証されておりますので、それを踏まえて新たな新興

計画の中においてもその取組を進めていきたいと思

います。

○当山勝利委員 続けられるということですので、

それはそれでいいなと思っていますけれども、企画

でやっていらっしゃるような科学技術、これからの

沖縄県のいわゆる飯の種をつくっていくところだと

私は思っております。このところの予算がですね、

これまで本当に増減していて、減らされることによっ
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てこの科学技術振興予算も減ってきたというのが実

情だと思うんです。いろいろ工夫されて大変だった

と思うんですよ。だから先ほど答弁した国庫補助金

とか、いろいろあるかと思います。国の科学技術の

方向性に合っていれば、そういう予算もきっちりと

取れると思いますので。あとは補助率の関係ですと

か、あるとは思いますけれども、しっかりとした安

定的な予算を取るということは必要だと思いますの

で、そこら辺はどのようにお考えですか。

○宮城力企画部長 先ほど課長から答弁がありまし

たように、一括交付金以外の国庫補助金についても

情報収集に努めて、安定的な予算の確保、それから

円滑な事業の執行に向けて努めていきたいと思いま

す。

○当山勝利委員 ぜひ、沖縄県が、先ほどやってい

るような感染症とか再生医療というのは、日本の科

学技術を振興させる方向性に合致している施策だと

思いますので、そこら辺も含めて予算を考えていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

次、隣のページの25ページですね、大規模駐留軍

用地跡地利用推進費について伺います。まずですね、

普天間基地の跡地利用というのが書かれております

けども、ここについての御説明をお願いします。

○宮平尚企画部参事 お答えいたします。

普天間飛行場の跡地利用計画につきましては、平

成15年度から宜野湾市と共同で調査、検討を進めて

おります。平成18年２月には跡地利用基本方針、平

成25年３月には跡地利用計画策定に向けた全体計画

の中間取りまとめというものを策定しております。

現在は、文化財や自然環境などの既存の文献調査を

実施するとともに、有識者や地主会、それからまち

づくり活動をしている市民団体などで構成された検

討会議、ここの意見を聞きながら土地利用のゾーニ

ングとかの検討を加えながら、計画内容の具体化に

向けた取組を進めているところでございます。

○当山勝利委員 もう一つ、普天間基地以外の返還

跡地利用の県の対応について伺います。

○宮平尚企画部参事 県は、今後返還が予定されて

おります嘉手納飛行場より南の６施設を対象としま

して、関係市町村、地主会、有識者等の協力の下、

県全体の発展を見据えた広域的な観点から、跡地利

用の方向性を示した中南部都市圏駐留軍用地跡地利

用広域構想を平成25年１月に作成しております。現

在は、各市町村におきまして広域構想策定後の社会

情勢の変化等に柔軟に対応するとともに、それぞれ

の施設の返還時期を見据えながら、跡地利用計画の

策定に向けて地権者との勉強会や合意形成活動など

に取り組んでいるところでございます。県としまし

ては、各市町村の跡地利用計画の策定に向けて取組

状況や周辺の開発動向などについて意見交換を行い、

課題の整理や情報共有に努め連携を図っているとこ

ろでございます。

○当山勝利委員 ちょっと歴史的な背景を教えてい

ただきたいんですけども、普天間基地とそれ以外の

嘉手納以南の基地の跡地利用というのは対応が違う

わけですよね。これはどういう議論によってこのよ

うになったか、教えてください。

○宮平尚企画部参事 普天間飛行場につきましては、

返還が示された中南部の６施設のうち最も大規模で

あるということと、それから地理的にもほぼ中央に

位置しており、沖縄全体の振興に影響が大きいと考

えられることから、平成15年から地元の宜野湾市の

自主性を尊重しつつ、市と共同で取り組んでいると

ころでございます。その他の施設につきましては、

基本的にはまちづくりの主体は市町村ということで

ございまして、市町村が跡地利用計画をつくって、

県はそれをしっかり連携していくというようなとこ

ろでございます。

○当山勝利委員 分かりました。

中南部都市圏駐留軍用地跡地利用というのが計画

としてありますよね。それも確認させていただきま

したけども、結局、基本的には市町村が主体的にや

るべきと言いつつも、そこら辺の県の関わりもある

ということなんですけども、今後ですね、どういう

ふうに関わっていくのか。主体的には市町村、これ

は宜野湾も一緒だと思うんですけども、県はどうい

うふうに関わっていくのか、ちょっと御説明くださ

い。

○宮平尚企画部参事 先ほども申しましたが、各市

町村においては、広域構想策定後の社会情勢の変化

も柔軟に対応するとともに、返還時期を見据えなが

ら跡地利用計画は策定されるというふうに考えてお

ります。県としましては、広域構想で示した跡地利

用の基本方針ですね、それを踏まえた各市町村の跡

地利用計画が適切に作成されていくかというような

ところで連携していきたいというふうに考えており

ます。

○当山勝利委員 この跡地利用、県のほうでやられ

ているやつというのは、見直しは逐次されています

でしょうか。

○宮平尚企画部参事 現在のところまだ見直しはさ

れておりません。ただ、今後その社会情勢の変化と

か周辺の動向とかを含めてですね、見直す必要があ

るとすれば、そういう時期が来れば見直しも検討を
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していきたいというふうに考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

いろいろ社会的というか、環境的に変わってきた

場合は見直しも含めてと。たしか、これは結構古い

―策定が結構前だったのかな、いつでしたか。

○宮平尚企画部参事 平成25年でございます。

○当山勝利委員 もう７年もたっているわけですか

ら、またそろそろ見直し時期かと思いますので、そ

こら辺は取り組んでいただきたいと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 よろしくお願いします。

主要成果の30ページの移住定住促進事業について

伺いたいと思いますが、元年度の決算額が5986万

9000円でございますけれども、この内容を御説明い

ただけますか。

○森田賢地域・離島課長 移住定住促進事業の内容

でございますけれども、本事業におきましては、移

住者受入れの取組を進める市町村と連携いたしまし

て、県外での移住相談会でありますとか移住体験ツ

アーを実施しているほか、沖縄への移住に必要な情

報発信等を行っているところでございます。また、

あわせまして、市町村と連携して移住相談や情報発

信を担う中間支援組織というものも支援しておりま

して、その機能拡充に向け専門的知識を有する者に

よるコンサルティング業務というのも行っていると

ころでございます。

○仲宗根悟委員 この独自というんでしょうか、こ

の情報を発信する、これは案外、委託事業だと思う

んですけれども。この委託を受ける皆さんのことを

中間支援組織と呼んでいるのかどうか、その辺いか

がでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 中間支援組織というのは、

通常であれば市町村の職員の方が中心となって移住

相談とかを受けるという形が一般的でございますけ

れども、より地域と、円滑な受入れ等を担うであっ

たりとか、よりきめ細かな相談を行うという意味で

の中間支援組織というところでございまして、委託

事業者とは別でございます。

○仲宗根悟委員 こういう事業がありますという案

内というんでしょうかね、この情報の発信の仕方と

いうのはどういうふうな方法で行っているんですか。

○森田賢地域・離島課長 まず、移住に係る情報で

ございますけれども、おきなわ島ぐらしというホー

ムページを構えておりまして、その中に沖縄での住

まいでありますとか仕事、そして沖縄の気候がどう

だとかですね、そのような詳細な情報を載せまして、

実際に移住をしようかという方向けに広報活動をし

ております。また、あわせまして、各ツアーとか相

談会でありますとかについては、県のＳＮＳ等でも

発信しておるところでございます。

○仲宗根悟委員 この体験ツアーというものも、県

の職員が独自で募って執行しているということでよ

ろしいですか。

○森田賢地域・離島課長 体験ツアーにつきまして

は、受入先の市町村と連携をいたしまして、例えば

１泊２日とか２泊３日とか、一定の行程を委託事業

者と考えながらつくっているというものでございま

す。

○仲宗根悟委員 皆さんのこの成果の中で、発信な

ど環境づくりを行うことができましたというのが今

のお話だと思うんですが、あと、課題の中に市町村

が主体的に取り組む必要があるというようなくだり

があるんですけれども、以前、私たち委員会で石垣

市へ行ったことがあるんですが、石垣市は石垣市で、

施策の中に移住を取り組むという施策を進めている

というような内容でした。それで、県内にこういっ

た石垣市並みというんでしょうか、石垣市のような

施策で移住をしっかり市町村の取組としてですね、

発信しているというような市町村ってありますか。

○森田賢地域・離島課長 先ほど中間支援組織のお

話もさせていただきましたけれども、うるま市はよ

り先進的に、中間支援組織であるプロモーションう

るまという団体がございますけれども、そこと連携

をいたしまして移住者の受入れを精力的に行ってお

るという実態がございます。また、あわせまして、

久米島町でも地域おこし協力隊を活用した移住コン

シェルジュというものを設けている例とかもござい

ます。

○仲宗根悟委員 これは過疎対策の取組の一つだと、

促進事業だというような認識をしているんですけれ

ども、実際にこの事業が始まるのが平成28年度です

よね。それから、どうなんでしょう、これは移住し

て来られた実績の把握というのは、県で把握できま

すか。こういう事業が始まってからどれぐらい入っ

てきたというような、これはつかみ切れますか。

○森田賢地域・離島課長 県で実施している移住体

験ツアーに参加された方のうち、当該年度に移住さ

れた方の実績を把握しているところでございまして、

例えば本事業は平成28年度から開催しておりますけ

れども、平成28年度は３組５名、平成29年度は５組

７名、平成30年度は９組18名、令和元年度は10組13名

がその体験ツアーを実施した年度中に移住をされた

というところでございまして、一定の成果を把握し
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ておるところでございます。

○仲宗根悟委員 この体験ツアーに参加というんで

しょうかね、これ、事業にかかわらず移住してこら

れる方々って結構いらっしゃると思うんですよ。ホー

ムページも見ていらっしゃると思うんですが。私た

ちが住んでいる周辺でも、知らないうちにいろいろ

カフェであったりパン屋さんであったりいろいろ―

今はネット社会でチラシを作らなくても結構お客さ

んが訪ねてくるというような内容も見られるような

状況ではあるんですけども。今、実績を挙げられた

んですけれども、結構な数が沖縄に移住してきてい

ると、私はそういう認識でいるんですが、県の皆さ

んはどう見ていらっしゃるんですか。

○森田賢地域・離島課長 まず、その方が移住され

たかどうかというのは一応個人情報でございますの

で、具体的に移住目的で来たかどうかというのはな

かなか判断することが難しいんですけれども、例え

ば国の住民基本台帳に基づく人口移動報告というも

のがございますけれども、令和元年度において沖縄

県外から転入されたと、これは転勤等も含むという

ふうには思っておりますけれども、これが大体２万

8917人でございます。その観点で申し上げると、か

なり多い方が沖縄に来られているという実態はある

かなと思います。

○仲宗根悟委員 最近、マスコミで知ったのが、香

港からのアーティストが、法整備されてしまって自

由な活動ができないということで沖縄を選んだとい

うような記事の内容もよく―よくといいますか見か

けたことがあるんですが、こういった海外からの移

住者というんでしょうかね、そういった沖縄のこち

ら側の受入れもあるんでしょうけれども、来やすい

環境なのかなとも思うんですけれども、海外からの

移住者については、皆さんどの程度把握されている

か。それとウエルカムなのかですね、その辺のとこ

ろはいかがでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 そのあたりについてなん

ですが、もともと国内に在住されていた外国人の移

住に関しては過去に相談対応をしたケースもあると

ころでございますけれども、海外から直接的に移住

されたケースについては、まずは出入国の在留管理

局が窓口となっているものというふうに承知してお

りまして、外国人がどれだけとかいうことについて

は把握していないところでございます。

○仲宗根悟委員 拒まないわけですよね、ウエルカ

ムですよね。それはそれでいいんですけれども、こ

ういった事業の中で、過疎対策取組ですから、自然

やあるいは人とのつながりがいいという触れ込みで

いらっしゃると思いますので、ぜひ進めていただき

たい。これは３年で終わるんですよね。それ以降の

事業の継続というのはどうお考えなんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 この事業につきましては、

地方創生交付金というものを活用しておりまして、

その創生交付金の活用については、地方創生計画と

いうものをつくる必要がございまして、その計画期

間が一応３年という縛りがございますので、周期３年

という形で打たせていただいております。ただ、こ

の事業期間の中でですね、実際ＫＰＩがどう上がっ

たかということも踏まえまして、それ以降の事業を

どう進めていくかを検討していきたいというふうに

考えております。

○仲宗根悟委員 分かりました。

私の申告したのはこれ１件なんですが、大変申し

訳ないのですが、人事委員会に１つ聞きたいことが

あるんですが、よろしいでしょうか。

これは答えられるかどうか、ここで聞ける話なの

かよく分からないんですが、人事委員会へ申立てを

するとかですね、労使でトラブルがあったのかとい

うような内容かなと思うんですけれども、人事委員

会で相談というんでしょうか、申立てが持ち込まれ

る件数というんですか、どういった内容が持ち込ま

れるのか、そして、どう解決を図っていかれたのか

ということを聞いてもいいですか。大丈夫ですか。

お願いします。

○大城直人人事委員会事務局長 お答えします。

まず、職員が不利益処分を受けた場合に、それに

係る審査請求について人事委員会が受理をして判断

をします。そのほか、勤務条件に関するものについ

て措置を講ずるという場合も受理をします。そのほ

かにも、職員からの苦情について受付をしておりま

す。３本柱でございます。

○仲宗根悟委員 元年度の検査ですけれども、これ

までどのぐらいの件数が持ち込まれているか、件数

だけでも教えていただけますか。

○大城直人人事委員会事務局長 本年度の今継続し

ているものが５件ございます―不利益処分に関して、

今審査しているのが５件。苦情に関しては二、三十

件ぐらいの案件があると、年間ですね。そして、先

ほど言いました勤務条件に関する措置の案件につい

ては、現在、市町村の委託を受けておりますから、

市町村から３件の案件を今、受理して審査中でござ

います。

○仲宗根悟委員 この審査後の結果というんでしょ

うかね、審査されて、結果というんでしょうか、こ

れ、裁断というんですか、一応結論を出すんですよ
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ね。

その場合に、双方に―どう言うんだろうね、やは

り受けた側はそれに従わないといけないというのが

あるんでしょうか。

○大城直人人事委員会事務局長 まず、不利益処分

に関しては、懲戒なりいろいろ処分が出て、それを

審査し、委員会で容認したり、場合によっては覆し

たりという場合があります。覆した場合は再度訴え

ることができないということでございます。

○仲宗根悟委員 ありがとうございます。

以上です、結構です。

○又吉清義委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 成果の報告からお尋ねをします。

最初に32ページ、離島力の向上ということで、離

島住民交通コスト負担軽減事業。次年度までという

ことで、平成24年度からやっているということです

けれども、まず内容についてお尋ねをします。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

県では離島住民の定住条件の整備を図るため、離

島住民向け運賃について、船賃で約３割から約７割、

航空運賃で約４割を低減する沖縄離島住民等交通コ

スト負担軽減事業を実施しております。当事業を利

用した延べ人数につきましては、平成24年度の83万

4000人に対しまして、令和元年度、昨年度は31万人

増の114万5000人となり、離島住民の利用が着実に広

がったものと考えております。

○西銘純恵委員 一気に答えてもらったんですけど、

１つは航路、船の補助ということと、もう一つは航

空便だということなんですが、そこら辺をもう少し。

離島も、どれだけの離島、そして、その人数が最初

にやった年度と令和元年度、どう変わったのかお尋

ねします。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

まず、この事業なんですけれども航路と航空路が

ありまして、航空路におきましては沖縄県内の離島

航空路を有する事業者で、それから航路につきまし

ても沖縄本島から離島、それから離島間の移動に際

して運航している事業者については対象になります。

事業実施年度から昨年度までの状況ですけれども、

先ほどもちょっと説明してしまったんですけれども、

24年度の航路が45万9000人、航空路が37万5000人の

計約83万3000人に対しまして、昨年度は航路が61万

2000人、航空路が53万2000人、計114万人が利用して

おります。

○西銘純恵委員 離島の皆さんが、やっぱりそうい

う交通費を補助してもらって結構本島に出てくると

か、移動が自由になったということだと思うんです

けれども、航路が24航路で、24年度当初約46万人が

令和元年60万人に増えたと。そして、航空路が10路

線で、24年度37万人から53万人ということは、やっ

ぱり離島でですね、なかなか移動ができない皆さん

にとっては、本当にとても重要な補助制度ではない

かと思うんですよ。これはほかの都道府県も同じよ

うな補助をやっているのでしょうか。

○宮城力企画部長 沖縄県が輸送コスト、交通コス

トの負担軽減事業を行った後に、有人国境離島法が

策定されまして、国境に位置する離島にあっては移

動費の補助ができるということになりました。ただ

し、補助率等については差があるというところでご

ざいます。一部地域にあっては全国制度になってい

るというところです。

○西銘純恵委員 町村の負担というのはあるので

しょうか。

○金城康司交通政策課長 沖縄の事例ということな

んですけれども、今、市町村の負担というお話だっ

たんですけれども、これは基本的に一括交付金を活

用しておりまして市町村の負担はないんですけれど

も、ただ一部上乗せ―竹富町が町内の離島間を結ぶ

路線については一部上乗せ補助をしております。

○西銘純恵委員 やっぱり町村財政はなかなか厳し

いので、沖縄県が助成をするということはとても重

要だと思います。そして病院、離島のがん患者とか

妊産婦ですか、これも交通費補助があると思うんで

すが、これはこの事業にプラスされるということで

よろしいですか。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

まずは、がん患者を含めて離島住民は沖縄離島住

民等交通コスト負担軽減事業の対象となっておりま

す。加えて、がん患者等への島外の移動施設への通

院による経済的負担の軽減につきましては、保健医

療部が実施している離島患者等支援事業を活用して

実施していると聞いております。

○西銘純恵委員 顕著な伸びといいますか、利用者

が増えた航路、航空路を答えていただけますか。

○金城康司交通政策課長 今、顕著な伸びというお

話だったんですけれども、例えば航路につきまして

は、久高－安座真間が約１万6000人から２万1000人

に伸びていると。それから、粟国－泊が8500人から

１万1000人に伸びています。それから、大神－島尻

間が1000人から1800人、竹富－石垣が２万人から４万

2000人、小浜－石垣が２万8000人から５万2000人等

となっております。

航空路につきましては、一番伸びが大きいのが宮

古です。宮古は24年のデータがないんですけれども
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―と言いますのは、宮古は当時スカイマークさんが

飛んでおりまして、そこで変更できない割安運賃が

設定されておったものですから、ここは当該事業の

適用保留を受けておりました。それで24年のデータ

はないんですけれども。ちなみに27年度に那覇－宮

古が９万4000人だったのが、令和元年度は18万9000人

となっております。

以上です。

○西銘純恵委員 この制度は、本当に利用されてい

る離島の皆さんの声もですね、ぜひ聞いて、またま

とめていただきたいなと思います。次年度までとい

うことになっていますが、これは継続が必要ではな

いかと思うのですが、どのような考えでしょうか。

○金城康司交通政策課長 当該事業ですね、離島住

民の定住条件を図るという観点が非常に大事な事業

だと思いますので、今後とも継続した実施が重要だ

と考えております。

○西銘純恵委員 次、34ページの同じ離島の航路補

助事業の説明をお願いいたします。

○金城康司交通政策課長 離島航路補助事業なんで

すけれども、離島住民のライフラインである離島船

舶を確保維持することによって離島の定住条件の整

備を図るために、航路事業者が離島航路事業により

生じた欠損額を国、市町村と協調して補助するもの

であります。

○西銘純恵委員 13航路を予定して、決算で10航路

になった理由をお尋ねします。

○金城康司交通政策課長 当初の計画より実績が

減ったということなんですけれども、まず費用面で

なんですけれども、船の燃料単価が見込みより低く

なったこと、その他に、受託数が伸びて実質的に経

営が改善されたということになりまして、計画額よ

り実績航路が減っております。

○西銘純恵委員 離島航路を安定的に継続させる大

事な事業だと思うんですけれども、これはオールジャ

パンの事業なんでしょうか。そして、補助の財源と

いいますか、どのようになっているんでしょうか。

○金城康司交通政策課長 この事業はオールジャパ

ンの事業でして、補助額については国が欠損見込額

の約２分の１、それから県が実質的な欠損額から国

の補助金を差し引いた額の３分の２、市町村が実績

欠損額から国及び県補助金額を差し引いた額となっ

ております。

○西銘純恵委員 欠損金で町村が持つのが３分の

１と。国が半分持って、残りですが６分の１になり

ますか―ということで、これは沖縄県と、ほかの離

島県は同じような町村の持分になっているんでしょ

うか。

○金城康司交通政策課長 国補助事業でオールジャ

パンの事業ですので、市町村の持分の割合というの

は同じになっております。

○西銘純恵委員 沖縄県が３分の２、離島が３分の

１ということですが、ほかの県も同じような割合で

しょうか。

○金城康司交通政策課長 同じ割合となっておりま

す。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から都道府県によって

補助率は異なるのではないかと指摘があっ

た。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

金城康司交通政策課長。

○金城康司交通政策課長 失礼しました。ちょっと

答弁を訂正いたします。

都道府県によって負担割合は違うようでして、都

道府県によっては２分の１というところもあるよう

です。

○西銘純恵委員 沖縄県がとりわけ離島のほうに

やっぱり支援を厚くしているということを、この制

度でも本当に離島支援は大きいなと思っています。

これも継続に向けて頑張ってほしいと思います。

次は35ページをお願いします。今度は、航路運航

安定化支援事業ですけれども、予算額とそして決算、

内容について伺います。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

離島航路運航安定化支援事業なんですけれども、

予算額は21億9311万6000円に対しまして、決算額が

21億9230万1000円となっております。

○西銘純恵委員 令和元年度の建造実績を伺います。

○金城康司交通政策課長 令和元年度は対象路線が

粟国航路、それから渡名喜－久米島航路の２航路と

なっており、補助額が21億9200万円となっておりま

す。

○西銘純恵委員 これも平成24年度から次年度まで

の事業になっていますけど、当初計画、その全体計

画のうち令和元年度まで予定どおり進んだのか。そ

して、どれだけの航路、船舶を補助したのか。

○金城康司交通政策課長 離島航路船舶更新支援計

画に基づき、24年度から令和３年度までということ

で進めております。計画に基づきますと14航路15隻

の建造及び買取り支援を予定することになっていま

す。それで、令和２年―今年ですね、７月までに10航

路11隻の支援を行っておりまして、残り４航路が今

後支援する対象となっております。
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○西銘純恵委員 残りの航路名をお願いします。

○金城康司交通政策課長 伊江、多良間、津堅、大

神航路でございます。

○西銘純恵委員 これは計画どおりぜひ実施してい

ただきたいと思います。

次、36ページ。同じ離島の件ですが、体験交流促

進事業。これは離島のほうに生徒を送ってという、

やっぱり離島を知らしめるということで、いろんな

意味で大きな成果が出るものではないかと思うんで

すけれども、実績について伺います。

○森田賢地域・離島課長 離島体験交流事業でござ

いますけれども、令和元年度の選考の校数及び人数

でございますけれども、49校3801名を派遣対象とい

う形にしております。

○西銘純恵委員 計画実績についてはありますので、

これも平成22年度からやったということで、事業の

内容そのものも説明をしていただけませんか。

○森田賢地域・離島課長 当該事業につきましては、

本島版と離島版というものがございまして、本島版

につきましては、本島の小学５年生を離島に派遣い

たしまして、そこで体験学習であるとか民宿に泊ま

ることによって、離島の魅力、そして特殊性等を実

感する中で、しっかり沖縄県全体として離島を支え

ていくというふうな意識を深めるということが事業

目的でございます。そしてまた、離島版というもの

もございますけれども、こちらは離島の児童をほか

の離島へ派遣するというものでございまして、こち

らは先ほど申し上げた内容も当然加味はしておりま

すけれども、併せて生まれ育った島の魅力を再認識

してもらいまして、地域に誇りを持った人材の育成

を図っていただくということを目的にしておるもの

でございます。

○西銘純恵委員 小学校５年生とおっしゃいました

けども、22年度からやっているので、沖縄県内の小

学校数といいますか、どれだけありますか。そして、

この事業の中で全ての市町村が本島から行った形に

なるのか。

○森田賢地域・離島課長 現状、把握しているとこ

ろで申し上げますと、県内小学校268校あるというふ

うに認識しておりまして、平成22年度から昨年度ま

で派遣した県内小学校の数というのは168校でござい

まして、これまで県内の約63％の小学校について本

事業に参画いただいているものと考えております。

○西銘純恵委員 市町村は全て網羅されていますか。

○森田賢地域・離島課長 我々は当然、県教育委員

会、市町村の教育委員会を通じまして全体公募をか

けておるところでございますけれども、これまで小

学校から応募がない市町村につきましては、７市町

村ございます。

○西銘純恵委員 活用されていないのが７市町村あ

るというのは、これは費用負担というのは市町村も

あるんでしょうか。生徒負担もあるんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 基本的には、この当該事

業の中で負担をしておるものでございますけれども、

一定のお土産代等々について小学生が負担しておら

れるというものはあろうかと思います。

○西銘純恵委員 離島に行って体験学習、同じ学年

の子らが交流をするというのはとても重要な、教育

的にも重要だと思うんですが、７市町村が参加され

ていないという―市町村の経費負担もないし子供た

ちも保護者もないというところで、何でなのかなと

思うんですが、そこら辺は事情を聞いていますか。

○森田賢地域・離島課長 こちらも事情を一定把握

しておるところでございまして、授業時間をしっか

り確保したいでありますとか、授業カリキュラムと

の兼ね合いで日程が整わない。

○西銘純恵委員 これは学校の主体的な行事になり

ますから、強制するというものではないと思います

けど、やっぱり重要な事業だと思いますので、ぜひ

拡充をするということで、継続も同じようにやって

いただきたいなと思います。

次ですね、22ページの成長分野リーディングプロ

ジェクトの事業について、先ほど少し質疑がありま

したけれども、環境エネルギーについても、この事

業では29年度からあるということですけれども、具

体的にエネルギーの関係ではあったでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 お答えします。

この事業では、沖縄21世紀ビジョン基本計画で成

長分野に位置づけている健康医療、それから環境エ

ネルギー分野において新たな産業の基となるリーデ

ィングプロジェクトを創出するための共同研究を支

援しているところでございます。当該事業は平成29年

度から令和３年度までの５か年計画になっており、

公募により４件の共同研究を最長３年間支援する事

業です。31年度までの支援として、琉球大学と北里

大学による沖縄生物資源由来の創薬を目指す研究、

それから琉球大学と製薬企業等による微生物ライブ

ラリーの充実と県内微生物の遺伝子活用技術の開発、

ＯＩＳＴによる県産微生物を用いた養豚排水の窒素

・リン処理の研究、ＯＩＳＴと高専による県産微生

物を活用した低価格な土壌浄化の研究、以上の４件

の共同研究を実施しました。ただいま委員がおっしゃ

られたように、エネルギーについては県内の科学技

術振興と産業間連携を促進していく中で、低炭素島
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しょ社会の実現に向けた目標を背景とし、環境エネ

ルギーを今後成長が見込まれる分野として位置づけ

ているところです。当該事業においても、自然再生

エネルギー分野の技術革新、産業化につながること

が期待される基礎研究、それから共同研究を公募対

象に含めておりましたが、現段階では関連する応募

が今はない状況でございます。そのため、企画部と

しては環境部、それから商工労働部と連携して関連

情報を収集しながら、産学連携の各関連機関に働き

かけを行い、自然再生エネルギーの応募につなげた

いと考えているところでございます。

以上です。

○西銘純恵委員 この事業ではないけれども、ほか

のところでエネルギーの研究事業というのはあるん

でしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 お答えします。

確かに、本事業の成長分野リーディングプロジェ

クト創出事業においては、残念ながら応募者はいらっ

しゃいませんでしたけれども、他の事業で再生医療

技術活用によるエネルギー基盤研究事業というのが

ありまして、その中でエネルギーの応募は幾つかご

ざいました。

以上です。

○西銘純恵委員 再生可能エネルギー、とても重要

で、本当にＣＯ２削減が実効性あるものにできるかと

いうことは、沖縄県でもとりわけ研究を急ぐところ

だと私は思っているんですよね。もう一つの事業と

今おっしゃいましたけども、具体的にやられている

研究というのは報告できますか。

○金城克也科学技術振興課長 再生可能エネルギー

の研究事例として、平成29年度に採択した再生可能

エネルギー源をスマートグリッド化した自立型発電

システムによる浄水供給、海水浄化システムの構築

と、その最適化運用研究開発の研究テーマがござい

ました。

以上です。

○西銘純恵委員 それについては、継続してなされ

ているんでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 このテーマは30年度

に終わっておりますが、このテーマを利用してです

ね、この自立型発電システムの浄水供給、海水浄化

システムの構築と、その最適化運用研究開発のこの

研究成果を活用して、太陽光発電による自立型発電

システムつき防災用備蓄倉庫を開発した事例がござ

います。

以上です。

○西銘純恵委員 エネルギー基礎研究、ぜひ企画の

ほうで進めていただきたいと思います。

それでは、17ページの鉄軌道の関係でお尋ねをし

ます。

鉄軌道導入に向けて、これから具体的に計画が入っ

たにしても、数十年後に完成をするというもので、

でも県民がですね、私たちがずっと長い間この沖縄

の交通格差というもので、交通渋滞もどんどん厳し

くなっていると、道路を造れば交通渋滞がひどくな

るという状況の中で、実現に向けて県が頑張ってい

く分野ではないかと思うんですけど、県が進めてい

る計画についてですね、内閣府は県に協力していく

立場だと思うんですけども、先ほども県の要望に対

して国が応えているということがありましたけれど

も、具体的にもう一度お尋ねをいたします。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

鉄軌道に関しましては、国も県もですね、今現在

の沖縄振興特別措置法の第91条第２項に基づいて、

国及び地方公共団体が鉄軌道等のその整備の在り方

についての調査、検討を行うよう努めるものとする

と記載されておりますので、これに基づいて国も県

も取組を進めているというところが基本的にござい

ます。その中で、国はですね、過去にやった調査の

中で、やはり沖縄に鉄軌道を導入しようとした場合、

かなり課題があるということで、国はその課題解決

に向けてどういった形で課題がクリアされていくの

かということで、この課題について検討をこれまで

進めてきたというところでございます。そのため、

一番課題となっておりましたのがやはり事業採算性、

費用便益比の観点でコスト縮減というのがやはり必

要だろうということで、コスト縮減を基本に検討を

行ってきたというところでございます。また一方、

県におきましては、沖縄に鉄軌道を入れようとした

場合に、一般的な整備スキームでやろうとした場合

は、民間事業者が３分の１を負担しなければならな

いと。こういった場合だと、なかなか今、既成市街

地が形成された沖縄に鉄軌道を導入しようとした場

合は、やはり膨大な事業費を要するということがご

ざいます。そういった形で入れようとした場合は、

なかなか通常のスキームではできないということか

ら、全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の

創設を国に対して求めているというところでござい

ます。そういった中で県としましては国のコスト縮

減方策等の検討結果も踏まえつつビー・バイ・シー

の検討も行ってきたところ、昨年度１を超えるよう

な結果も得られたというところでございます。こう

いった県の検討結果、国の調査結果を含めて国とい
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ろいろ意見交換する中で、やはりそれぞれでやって

きたことを、今後、県が秋頃に、10月下旬に特例制

度の要望をさせていただきますけども、その中でしっ

かり議論をしていきますということになっています

ので、そういった中で、これまでの検討結果を踏ま

えて、国と具体的な議論を進めてまいりたいと考え

ております。

○西銘純恵委員 内閣府が、去年調査した結果を出

されていますよね。それは、特徴的なものは費用便

益というのも違うと思うんですけども、特徴的なも

のはどんなものでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えい

たします。

まずですね、国と県の調査の違いなんですけども、

まず基本的に交通システムが、国は鉄道とトラムト

レイン―トラムトレインというのは路面電車と鉄道

が組み合わさったものというふうに御理解いただけ

ればと思いますが、それを基本に検討を進められて

おります。県は、一方で小型鉄道規模ということで

ですね、それをベースにやっております。また、大

きく異なるのがルートになります。内閣府におきま

しては、糸満－名護という空港接続の形で検討され

ていますが、県におきましては那覇－名護というと

ころがございます。そういったところが大きく異な

ると。また、先ほど申し上げたようにですね、沖縄

県は今特例制度ということで全国新幹線鉄道整備法

を参考としたものじゃないとなかなか採算が取れな

いというふうに国に対して要望させていただいてお

りますが、国は一般的な整備手法、民間が３分の１を

負担するというような仕組み―この上下一体方式と

いいますけども、これをベースに検討されています。

そういった形で、国と県で大きく結果に違いが生

じておりまして、県は事業採算性につきましては開

業１年で黒字化されるということで、上下分離方式

ですね、全国新幹線鉄道整備法を参考とした場合は

そういった１年で黒字化できるというふうに申し上

げていますけども、調査結果が出ていますが、国の

上下一体方式を適用して検討した場合は、開業40年

後においても採算が取れないという結果が出ている

と。また、費用便益比についても検討手法、前提条

件等が異なることがありまして、県は１を超えると

いう結果が得られていますが、国においては鉄道が

0.71、トラムトレインが0.88というような検討結果

になっているというところでございます。

○西銘純恵委員 沖縄振興特別措置法の、先ほど91条

の２項で双方が調査しているとありましたけども、

この91条には海上航行及び陸上の交通の総合的かつ

安定的な確保、その充実に特別な配慮をするものと

定められています。だから、先ほどおっしゃった特

別制度の創設、ここをですね、ぜひ実現していくと

いう立場で、10月に話合いもあるといいますが、よ

ろしくお願いいたします。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 10月にで

すね、これから県としての制度提言、中間報告を行っ

ていきます。その中でこれまでの県の調査結果、ま

た県民と作り上げてきました県の計画書もございま

す。そういった県民から寄せられた意見なども踏ま

えながらですね、国と、県としての思いをしっかり

伝えながら前に進められるよう頑張っていきたいと

思います。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。

○渡久地修委員 まず、離島問題から。沖縄の離島

自治体の数を教えてください。

○宮城力企画部長 15市町村になります。

○渡久地修委員 個別の問題に入る前に、この前、

過疎法の―県議会で全会一致で意見書を上げました

けれども、国への要望で上げたけれども、最近新聞

で非常に厳しいような中身のものがあるけれども、

県としてはどのような見通しを持っているのか、ど

う対応しようとしているのか、ちょっとお願いしま

す。

○森田賢地域・離島課長 先日９月末にですね、過

疎法に関する基本的な考え方というものが国政与党

から示されたところでございます。その中において

は、まだ実際の指定要件については引き続き検討事

項になっておるという状況でございまして、これに

ついては、年内には新法の大綱案というものが取り

まとめられるということを併せてうたわれておると

ころでございますので、県としては改めての要請が

必要であろうというふうに考えておるところでござ

いまして、近々、県内過疎市町村も含めた過疎地域

活性化研究会というものが開催される予定でござい

ますので、要請内容等について協議をする予定とい

う形を考えておるところでございます。

○渡久地修委員 部長、これは皆さん危機感を持っ

ているのか、それともやっぱり何とかなると楽観的

に見ているのか。

○宮城力企画部長 過疎法が来年期限切れを迎える、

新たな過疎法の制定に向けた動きがあるというのは

昨年来、三役はじめ、それから過疎協議会の面々も

一緒に、国といいますか、国政与党等に要請してき

たところでございます。３月に基本的な考え方が示

されて、それを基に試算すると適用除外になる、適

用を外れる団体が出てくるということもあって、今
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年度に入ってもコロナ禍の直後ですか、７月末に知

事が過疎協議会の会長の座間味村長と一緒に回って

きて、非常に危機感を持っているところです。沖縄

は人口の減少幅が低いとはいっても、報道にもあり

ますとおり財政力の低い団体が多数ある。そういう

面では非常に影響が大きいという点を御説明してき

たところで、御理解がいただけるように、また、先

ほど答弁にあったようにもう一回要請に参りますの

で、財政力指数等の問題ですね、これらをしっかり

説明していきたいと思います。

○渡久地修委員 ぜひこれは、全県みんな力を合わ

せて頑張ると同時に、議会にも情報を共有していた

だいて、ぜひみんなで取り組んでいく必要があると

思います。

それで、この15の離島自治体ですけど、私前期の

委員会で全部訪問しようということで計画しました。

残念ながら、粟国村と渡名喜村は、何度も計画した

けれども台風が来た、波が荒れたということで、も

う行けなかったんですよ、この２つの自治体。だか

ら、それぐらい離島というのは大変だなというのを

実感したところなんです。それで、行ったらいろん

な課題がいっぱいあるのよね。個別の課題と共通課

題。そこで共通課題としていつも出されるのが、

33ページのガソリン代。これ、皆さんの目的は本島

並みの価格安定にするということなんだけど、今、

現時点で本島は幾らで、離島は幾らですか。

○森田賢地域・離島課長 令和元年度の状況でお伝

えいたしますと、本島の１リットル当たりの価格で

申し上げますと147円でございまして、本島平均でご

ざいます。離島平均が164.7円ということでございま

して、価格差は17.7円というふうになっております。

○渡久地修委員 皆さんの、この33ページの効果を

見たら、計画どおり取組の効果が出ているとあるん

だけど、この補助をもししなかったら、補助がなかっ

たらこの離島の値段は幾らになるんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 様々な要因がありますけ

れども、まず、補助をしているところがなくなった

らというところでございますが、補助をすることに

よっておおむね３円から30円程度の補助ができてい

るというふうに考えておりますので、仮になくなる

としたらその分が小売価格に乗ってくる可能性があ

るという状況でございます。

○渡久地修委員 皆さんのところで、これは効果が

出ているとあるんだけど、私たちが離島を回ったら、

住民とかいろんな人たちはとにかく高いと、何とか

してくれと。僕が総務企画委員会に来てからだけど、

ずっと同じ課題なのよね。だから住民目線と行政が

やったというこの差よ、差。それはやっぱり住民目

線からすると高いということなので、何とかしてほ

しい。何とかならないね。

○森田賢地域・離島課長 価格差の状況につきまし

てはですね、主に固定費の差が価格に反映されてい

るものという形で調査上は分析をしておりまして、

主に人件費や輸送経費に用いるコンテナの検査費用

―これは離島特有のコンテナの輸送というものがご

ざいますので、そういった費用とのコスト負担が大

きくなっている点でございますとか、認可販売量が

少ないため１リットル当たりの固定費がどうしても

高くなってしまうというような実態もございます。

そういった実態を踏まえると、そういう状況が継続

されているという状況もございます。

○渡久地修委員 これは何度も聞いてきているんだ

けどね、毎回。私たちが調査に行ったときに、どこ

の離島とは言いませんけど、総務企画委員会が行っ

たその日は本島並みにばんと下がっていたのよ。本

当にみんなでさ、びっくりしていたわけよ。だから、

総務企画委員会が毎回来ないといけないのかという

話も出るぐらいだったわけよ。何でそうなったのか

分からないけれども。部長、住民目線から見たら高

いというのははっきりしているさ。だから、今のよ

うな固定費とかいろんな輸送費とかあるんだけど、

もしあれだったら制度を抜本的に考え直すとか、い

ろんなところまでやって下げないといけないんじゃ

ないかなと思うんだけど、どんなね。

○宮城力企画部長 価格の決定に直接関与するとい

うことになりますと、公正な取引、独占禁止法の趣

旨からしても問題があるかと思います。では、どの

ような策が講じられるかというと、例えば復帰前で

あれば今の電力と同じように本島も離島も１社独占

といいますか、一元的な供給体制があって、いわゆ

る粗利の部分もですね、本島も離島も含めて設定し

ていくという、一元的に行えればそれは統一的な料

金設定も可能になるかと思いますけれども、現状の

補助の仕組みが一番効果的で効率的というふうに考

えております。ただし、価格競争が生まれるような、

特に１つの島で複数販売所があって、そこに合った

価格競争が生まれるように、適正な競争が生まれる

ように市町村の広報誌にそちらの島と本島ではどの

ぐらい価格差があるというのを掲載しているところ

です。さらに加えて、もう少し情報を提供してどの

ぐらいの水準が妥当かははっきり申し上げられませ

んが、この事業によって輸送費が補助されていると

いうところも併せて広報に努めたいと考えていると

ころです。
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○渡久地修委員 この問題は、とにかく抜本的な、

新たな制度を内閣含めて検討しないと。例えば水道

は公共料金だからあれなんだけど、一元化というこ

とで離島も安くするという方式を今進めているんだ

けど、とにかく今までの枠組み、それ以外の枠組み

もないかを含めて、やっぱり住民目線で、皆さんが

言う本島並みにするという点で頑張ってみてくださ

い。

それと、粟国よ、粟国。粟国の飛行機、航空路の

現状はどうなっていますか。

○大嶺寛交通政策課副参事 お答えします。

那覇－粟国路線につきましては、県としても運航

再開が重要であると認識しておりますので、今現在、

航空機材を所有しています第一航空様のほうで就航

の意向を示されているということもございまして、

機材の有効活用の観点からも第一航空による就航が

早期の運航再開につながるのではないかなと考えて

おります。このため、国と連携しまして、今後第一

航空のほうから提出される事業計画書、これを一緒

に確認させていただきながら、粟国村に対しても地

元のほうにも段階に応じて丁寧な説明を行うなどで

すね、地元の理解を得ながら就航に向けた取組を進

めていきたいというふうに考えております。

○渡久地修委員 部長、この粟国路線の再開につい

ては、これまで裁判とかいろいろあったよね。同じ

方向に―県も第一航空も、同じように行ったという

ことで理解いいのか、まだ行き違いはあるのか。

○宮城力企画部長 一昨日ですね、第一航空の代表

取締役が三役と面談しました。その中で先方から、

路線が持続でき、現地のお役に立てるように努めて

いきたいという御発言があって、対応した副知事も

那覇－粟国路線の再開に向けては地元の信頼も得な

がら進めていただきたいということで話合いがされ

ました。

ただし、路線の再開に当たっては、運航計画、事

業計画を立てなければなりません。人材の確保も含

めてですね、あるいは安全性も担保した上で事業計

画を策定する必要があるということで、県としては

この事業策定を今注視しているというところでござ

います。

○渡久地修委員 ぜひ早めに再開できるようにして

ください。

そして37ページ、島あっちぃ事業よ。これは僕ら

も離島を回って非常に評価もされていたんだけれど、

多分これは来年度までだけど、今年はどうなってい

るのかね、今コロナとの関係で。

○森田賢地域・離島課長 お答えいたします。

令和２年度の状況というところでございますけれ

ども、９月５日に緊急事態宣言が解除されたことか

ら、各離島市町村の御意向を踏まえまして、９月15日

からツアーを実施している状況でございまして、10月

15日時点での総客数は69名となっている状況でござ

います。

○渡久地修委員 これは、県がこういったプログラ

ムをやって実績をつくって、こういうふうにすれば

いいんじゃないかということをやって、この事業が

終わった後も民間でこういったのができるという方

式だったと思うんだよね。これが去年までは順調に

いっていたのが、コロナが来たと。これからコロナ

後の島あっちぃ事業は、来年度、これからもずっと

やっていく、今までのもの、去年までのものとはや

り方が違ってくると思うんだよ。だからそれも含め

て、県が主導的にどういった島あっちぃ事業みたい

なのがあるかというのを、僕は改めてプログラムし

直さないといけないと思うんだけど、その辺は検討

していますか。

○森田賢地域・離島課長 委員御指摘のとおり、今

回コロナの影響等によってですね、かなり従来と比

べて総客数が落ち込んでいるという実態がございま

す。

今後のウィズコロナ、アフターコロナのことを考

えたときにはですね、先般の６月補正でもお認めい

ただきましたオンライン体験交流というものを合わ

せてやっておりまして、オンライン上で離島の各体

験プログラムを体験するという取組も今始めようと

しておる状況でございまして、ウィズコロナ、アフ

ターコロナの状況においては、実際に行かなくても

離島の魅力を経験するというような取組を県内外の

方に御堪能いただきたいということもございますし、

併せて、実際にオンライン上での体験をされた方が

ですね、またその魅力を実感して、再度、実際に来

られるというようなことも考えておりますので、そ

ういった取組が重要かなと思っております。

○渡久地修委員 部長、これは皆さんが長年つくっ

てきて来年度までなんだけど、今言ったコロナとの

関係で思い切って変えないといけないのも出てくる

と思うので、引き続きこの事業を継続するというこ

とも必要だと思うんだけど、今の時点でどうなのか

教えてください。

○宮城力企画部長 島あっちぃ事業の魅力というん

ですか、島の人との交流、それで島を分かち合える

というんですか、理解度が深まるという点にあった

かと思います。単なるツアーの造成ではなくてです

ね、交流するという視点でぜひ存続させていきたい、
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それによって離島振興の在り方という本島側の理解

も深まりますし、この事業をぜひ続けていきたいと

いうふうに思っております。

○渡久地修委員 頑張ってください。

あと20ページ、奄美との交流。私たちは去年、総

務企画委員会で奄美に行ってきました。向こうを調

査してきました。対馬丸記念館も対馬丸の慰霊碑も

行ってきたんだけど、この交流、奄美は特別に沖縄

と、やっぱり歴史、文化も近いので、とても大事だ

と思うんですけど、皆さんはどうお考えですか。

○森田賢地域・離島課長 沖縄・奄美連携交流促進

事業というものもやっておる状況でございまして、

これは今、委員おっしゃるとおり、これまでの歴史

的経緯というであるとか、文化的な交流も含めて大

変重要なものと考えております。

○渡久地修委員 向こうへ行ったときに、奄美の職

員が私たちのところに来て、実は私、沖縄県に出向

していましたよと言われてね、物すごいびっくりし

たのよ。でも逆にまたうれしくてさ、どうだったか

といろいろ聞いたんだけど。この事業は今も続いて

いるというんだけど、向こうからの派遣かな、研修

制度というのか、派遣制度というのか、これは今も

続いていますか。この経緯を教えてください。

○森田賢地域・離島課長 奄美からの職員というの

は、これまで平成８年から受け入れておりまして、

現在当課にいる者も含めまして11人目というような

状況でございます。地域・離島課だけではなくて、

観光の部署であるとか、様々なところにこれまで在

職された経験があるというふうに聞いております。

○渡久地修委員 これは、効果は出ているんですか。

○森田賢地域・離島課長 これまで当課では奄美と

の交流事業というものも行っておりますし、また、

離島フェアでも奄美の産品を発信いただくという機

会もつくっておりますので、そういった観点からも

ですね、貢献いただいているものと考えております。

○渡久地修委員 ちなみに、今、離島課にこの職員

がいらっしゃるというんだけど、今、出席していま

すか。

○森田賢地域・離島課長 今は来ておりません。

○渡久地修委員 せっかくだったのに、感想聞きた

い。いないですか。今、離島課にいるんですか。

○森田賢地域・離島課長 今、課におると思います。

○渡久地修委員 あと、鉄軌道、先ほどありました

けれども、鉄軌道のね―一生懸命答弁していました

けれども、費用便益の問題で。沖縄21世紀ビジョン

基本計画で、いわゆる戦後、壊滅的な打撃を受けた

沖縄での鉄軌道の復旧というのはとても大事な問題

というのがあるんだけど、そこをちょっと紹介して

もらえますか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 それでは、

お答えいたします。

沖縄21世紀ビジョン基本計画の中の固有課題とし

て示されておりますけれども、戦後、沖縄ではです

ね、米軍統治下にあった沖縄では、沖縄戦により壊

滅した県営鉄道の復旧は行われず、さらに、広大な

米軍基地の存在、基地周辺での無秩序な市街地の形

成、広域道路網の整備の遅れ及び急激な自動車交通

の増大などの歴史的・社会的事情により、慢性的な

交通渋滞、公共交通の衰退など、様々な問題が生じ

ているというふうに記載されております。

○渡久地修委員 戦争で壊滅させられて、昔は鉄道

も、軽便鉄道が走っていたのも壊滅させられて、そ

の後、本土では国鉄でどんどん全国の交通網が築か

れたんだけど、沖縄では国鉄の恩恵を受けられなかっ

たわけよね。皆さん、それで全国新幹線のこれを出

しているんだけど、この戦後の国鉄整備と今のこの

新幹線の整備の違いは何ですか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 国鉄は当

然、国のほうで整備から運行までをやるという当時

のそういったスタイルになっております。こちらは

やはりなかなか利用者がもう増えなかったというこ

とと、様々な課題があって、最終的には民間に移管

されていますけども、その後ですね、やはり鉄道と

いうもの、特に高速鉄道というものは、日本経済を

支えるような大きな社会基盤であるということから、

全国新幹線鉄道整備法というのがございまして、そ

の中でですね、国が主体的に新幹線整備を行うと、

鉄道の整備を行うということが位置づけられており

まして、その中では基本的に国が３分の２を事業費

負担、地元の都道府県が３分の１を負担するという

ような仕組みがつくられて、全国で様々な取組がな

されているというところでございます。

○渡久地修委員 部長、考え方だけどね、さっき言っ

た、皆さんのこれで、戦争で壊滅的な打撃を受けた、

戦後27年のものがあるよね。だから、この鉄軌道の

場合も、戦後、本土も同じように被害を受けたがこ

れは国鉄で整備してきたわけよ、国鉄、国が。だか

ら、やっぱり沖縄もね、それできなかった、これを

やるべきだと。新幹線で今来ているけれども、それ

は民営化した後だから、やっぱり国鉄並みの整備手

法は必要じゃないかという考え方は構築できないで

すか。

○宮城力企画部長 確かに、沖縄にあっては国鉄、

それから新幹線の恩恵を受けてこなかったという事
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情がございますが、全国ではこの新幹線等によって

地域振興が図られている。そういう観点から、新た

な特例的な制度を求めていくということについては

ですね、過大なものではないというふうに認識して

おりまして、これらも踏まえて説明していきたいと

いうふうに思います。

○渡久地修委員 あと、皆さん方のこの費用便益の

５ページの人口についてなんだけど、現在の沖縄県

の人口、そして、現在の本島の人口は幾らですか。

○糸数勝統計課長 よろしくお願いします。

総人口はですね、９月１日現在で145万8730人です。

本島の人口というのは、今ちょっと、数字としては

出しておりません。

○渡久地修委員 ぜひ後でまた教えてください。

それと、この先ほどの便益が１を上回るケースが

あったというんだけど、これ、いろいろ見たけれど

も、私たちが那覇でモノレールの問題をやったとき

にね、単体での便益、大体、単体で赤字、黒字とや

るんだけど、それは違うよと。モノレールも鉄道も

単体だけではなくて、その沿線の経済的な発展、開

発、時間の問題、県内産業、全体のもので便益を出

さないといけないよというのをモノレールのときも

ずっと言ってきたんだけどね。モノレールも最初は

ね、ずっと赤字だったよ、赤字。しかし、全体的に

見たらこれは大きな利点があるということで導入に

踏み切ったと思うんだよ。だから鉄道も、この単体

の便益だけじゃなくて、それをやることによって居

住人口が向こうに増えるのか、そして沿線の開発が

どう進む、交通コストが削減される、それからＣＯ２が

削減されるとかね、そういったものの便益を出す必

要があるんじゃないですかと思うんですが、いかが

ですか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 委員の

おっしゃるとおりだと思います。国の鉄道プロジェ

クトの評価指標マニュアルというものがございます。

こちらのほうでは、鉄道整備に当たりまして、移動

時間の短縮等、利用者に関する便益のほか、委員が

おっしゃるような中心市街地の活性化、また、それ

に伴った観光客の誘客等、様々な経済効果が期待さ

れると。社会全体に関するものなど様々な効果が期

待されるというふうにありますが、ただですね、費

用便益分析で、実際、実務的に計測しようとした場

合は、そういったものの中で貨幣換算手法がほぼ確

立されている効果と、貨幣換算が現時点ではなかな

か客観的にお示しすることが難しい部分というもの

に分かれております。そういったことが、技術的な

観点で問題があるということで、今現在はあくまで

も技術手法が確立されている時間短縮便益等々だけ

を入れ込んで、今回、我々の検討でも１を何とか超

えたという結果でございます。ただ、委員がおっしゃ

るとおりに、鉄道ができることによって、町全体の

活性化も含めて様々な効果が期待されますので、こ

ういったものも実際の計画段階というところではま

ちづくり計画等々も議論していきますので、そういっ

た中で様々な効果も、入れられるものは入れて、ま

た、入れられない場合においても当然、定性的に示

しながらしっかりと評価をしていくものと考えてお

ります。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後０時10分休憩

午後１時33分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

交通政策課公共交通推進室長が答弁の補足につい

て申出がありますので、発言を許します。

寺本美幸交通政策課公共交通推進室長。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 午前の渡

久地委員からの御質問について、沖縄県内の人口と

本島と離島との内訳について、今お答えさせていた

だければと思います。

令和２年９月１日時点でございますが、県の人口

が145万8730名になっております。そのうち、本島の

ほうが133万2472名、離島が12万6258名となっており

ます。

以上でございます。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 こんにちは、よろしくお願いしま

す。

主要施策の成果報告のほうで質問をしたいと思い

ます。32ページ、お願いします。沖縄離島住民等交

通コスト負担軽減事業についてお伺いをいたします。

これは先ほども質問がありまして、答弁のほうを受

けましたけれども、財源は一括交付金だということ

で航路、いわゆる船と飛行機のほうで補助をしてい

るということです。決算額が26億円余ですけれども、

それは航路―いわゆる船の分、それから航空路の分、

この26億円のそれぞれ内訳を聞かせてください。

○金城康司交通政策課長 まず、令和元年の実績な

んですけれども、航空路については利用者数が62万

1096人、船が52万3499人の合計で114万4595人となっ

ています。実績額なんですけれども、航空路が22億

6873万円、航路が２億9372万7000円となっておりま

す。

○國仲昌二委員 そうですね、やっぱり航空路のほ

うがかなりあるということですね。この事業は、い
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わゆる離島の市町村に住民票がある住民が対象だと

思うんですけども、そういう考えでよろしいでしょ

うか。航空路の場合ですね。

○金城康司交通政策課長 航空路、それから船も含

めて離島住民となっております。

○國仲昌二委員 その場合、例えば宮古ですと、宮

古島市に住民票がある人は宮古－那覇、あるいは宮

古－石垣、宮古－多良間というのが該当すると思う

んですけど、そういう考えでよろしいでしょうか。

○金城康司交通政策課長 そのとおりでございます。

○國仲昌二委員 その場合、多良間村の住民は、例

えば宮古空港と那覇空港、あるいは石垣についての

割引というのはどうなるんでしょうか。

○金城康司交通政策課長 今のお話ですね、全ての

路線で対象となります。

○國仲昌二委員 これは宮古圏域という話であれで

すけど、例えば宮古島市のその住民、あるいは多良

間村の住民の対象航空路というのは、例えば宮古－

那覇間、あるいは宮古－石垣間、それ以外にも該当

するというようなことはありますか。

○金城康司交通政策課長 離島住民であればその他

の離島路線についても対象となります。

○國仲昌二委員 宮古の場合ですね、今月25日から

ですか、スカイマークが今度入ってきます。下地島

空港と那覇を結ぶ路線となりますけども、それにつ

いても対象ということでよろしいでしょうか。

○金城康司交通政策課長 スカイマークが、10月25日

にたしか那覇－下地を飛ぶというお話を聞いており

まして、事前に今回の県の離島住民等コスト負担軽

減事業に御希望しますかというふうな照会しました

ところ、スカイマークさんのほうからぜひ申請した

いというお話がありましたので、今向こうが出して

きたそういった回答を、様式に基づいて、実際に今

回の事業の適用条件に当たるのかどうかを今審査し

ている最中でございます。

○國仲昌二委員 あと、それとですね、この軽減の

設定として航空運賃で約４割、これは新幹線並みと

いうことらしいんですけども、この約４割の運賃低

減というのがあるんですけども、これは基準となる

航空運賃とかはあるのかどうか。というのはですね、

先ほども答弁あったんですけども、平成24年度あた

りにスカイマークが入ってきて、航空運賃を3000円

台にしたんですね。当然、離島割引より安い運賃と

なって、ほかの航空会社もそれに見合って5000円ぐ

らいまで下げたんですよ。

そうなったらもう離島割引より安いんで、離島割

引使わないという状況があったんですけども、今４割

下げて新幹線並みにしているとなると、この４割の

基準額というんですかね、航空運賃というのはある

んですかね、何か決まりというか。

○金城康司交通政策課長 制度の最初の24年度の設

立当初から申しますと、まず航空運賃につきまして

は新幹線運賃並みにするというふうなことがありま

してですね、その当時、ＪＴＡさんですとか全日空

さんですとか琉球エアコミューターもそうなんです

けど、既に離島に路線を有しておりました。そういっ

たところが離島割引運賃というのを当初設定して

あったんですけれども、それからどれぐらい引いた

ら新幹線並みになるかというふうなものを計算し直

したところ、それが約４割ということでした。

○國仲昌二委員 分かりました。

それでは今度、船のほうですけれども、これも航

空運賃と同じ考えで、この離島割引カードがあれば、

県内の離島航路は全て割り引くという考えでよろし

いですか。

○金城康司交通政策課長 すみません、この件です

ね、ちょっと大至急調べますのでちょっと保留にさ

せていただきたいのと、先ほどの航空機についても

同じようにちょっと保留にさせていただきたいと思

います。

○國仲昌二委員 じゃあ、また後でよろしくお願い

します。

この事業については、もう離島の住民にとっては

非常に助かっている本当に大事な事業なので、先ほ

ども答弁があったんですけど、もうぜひ、令和３年

度という事業期間があるんですけども、継続して離

島住民のためにしっかりやっていただきたいなと思

います。よろしくお願いします。

次は、33ページに移ります。

33ページ、石油製品輸送等補助事業ですけれども、

これも先ほど質問がありましたが、これは真ん中の

表の実績のほうを見るとですね、県内離島に輸送さ

れる石油製品について補助を実施したということで

すけど、先ほど３円から30円というような幅のある

答弁があったんですけど、この補助額というのはど

うやって決まるんでしょうかね。

○森田賢地域・離島課長 それぞれの輸送形態等に

よって変わるものでございまして、例えば輸送形態

がコンテナであるのかドラム缶であるのか等々、様

々離島によって運搬方法は異なると思いますけれど

も、そういったものについて必要な単価を設定いた

しまして、補助しているという中身でございます。

○國仲昌二委員 そのそれぞれの形態で、それぞれ

の補助率というのかな、それが決まってくるという
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ことでよろしいですか。

○森田賢地域・離島課長 そういう理解で大丈夫だ

と思います。

○國仲昌二委員 それでですね、これは地域・離島

課のほうで出している小売価格報告書というのがあ

るんですけども、１か月ごとの１リットル当たりの

価格が出ているものですね。これ、それぞれの離島

でもちろん単価が違ってきます。ただ、ちょっと不

思議なのが、宮古島と多良間村を比較した場合に宮

古島のほうが単価が高いんですけども、これはどう

いうコストの出し方でそういうふうになるんでしょ

うかね。

○森田賢地域・離島課長 ちょっとすみません。今

その資料を持ち合わせていないんですけど、今手元

にある１リットル当たりの補助額ということで申し

上げると、宮古島が4.8円で、多良間島が19.8円とい

うふうになっております。

○國仲昌二委員 これはじゃあ、後でちょっと習い

たいと思います。

すみません、じゃあ次ですね、ちょっと戻って

30ページのほうですけども、移住定住促進事業です

ね。これも先ほど質問があったんですけども、この

事業の中で中間支援組織養成講座というのがありま

す。これは先ほどちょっと説明がありましたけど、

この中間支援組織養成講座の対象者というのは、ど

ういった方たちが対象になるんですか。

○森田賢地域・離島課長 これは様々な形態があろ

うかと思うんですけれども、市によっては一般社団

法人の形態とか、地域おこし協力隊のグループとい

うパターンもいろいろありますけれども、まさに市

町村と地域の間に立って、移住相談でありますとか、

移住に関する情報発信、そしてその地域の地域づく

りを推進していきたいという団体が希望されて、講

座を受けていただいているという状況でございます。

○國仲昌二委員 この事業は、移住を促進して県全

体で人口の維持・増加を目指すということですけれ

ども、この中で出てくる離島フェアへの出展という

のは、中身はどういうものでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 おのおのの市町村の移住

に係るＰＲ、資料等の展示かと思っております。

○國仲昌二委員 これ、移住フェアというのはどこ

が主催してやるんですか。

○森田賢地域・離島課長 これはですね、いろいろ

な形態があるんですけれども、ＪＯＩＮという移住

をあっせんする一般社団法人が開催するということ

もございますればですね、地域活性化センターとい

うところが主催をして全国的に移住フェアという形

で実施するものもあります。

○國仲昌二委員 それと、この沖縄県移住受入協議

会というのが出てくるんですけども、この協議会と

いうのはどういう協議会なんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 これは、沖縄県と沖縄県

内の市町村全て集まり、移住についての先進事例や

課題についても共有いたしまして、今後の課題解決

を図っていこうというような集まりでございます。

○國仲昌二委員 これは構成員というか、構成団体

というか、それはどんな。

○森田賢地域・離島課長 県と市役所の職員が集ま

る場というところで考えていただければと思います。

○國仲昌二委員 これもさっき質問で出ていたんで

すけども、このおきなわ島ぐらしというホームペー

ジ、あるいは県のＳＮＳで発信しているよというこ

とですけども、これ広報の仕方というのは十分です

かね。

○森田賢地域・離島課長 一つの例でございますけ

れども、一応この移住定住促進事業のＫＰＩの中で

ウェブサイトのアクセス数というところも設けてお

りまして、令和３年度の目標として７万件というの

を設定しておりますが、今現在、令和元年度実績で

も10万件以上のアクセスがあるという状況でござい

ます。

○國仲昌二委員 じゃあ、次行きたいと思います。

37ページですね。離島観光・交流促進事業です、島

あっちぃモニターツアー。これは私も初めて聞くん

ですけれども、これはどういった事業なのかという

のをちょっと説明お願いします。

○森田賢地域・離島課長 離島観光・交流促進事業

の中身でございますけれども、沖縄県民を対象とい

たしまして、モニターツアーという形で離島への派

遣を実施いたしまして、離島の歴史や文化等に触れ

る体験プログラムの経験を通しまして、離島への関

心度の向上を図っていただくとともに、離島側にお

いては、受入れ体制の整備や体験プログラムの開発、

改善等を行って、離島の活性化を図るというような

事業の内容でございます。

○國仲昌二委員 実績で1854人という派遣人数、そ

れで20離島というのがありますけども、このモニター

ツアーというのは、旅費とかそういったのは―例え

ば個人負担についてはどういうふうになっているん

ですかね。

○森田賢地域・離島課長 これは一定額を補助する

というスキームでございまして、当初事業、平成28年

度からはもともと８割ぐらい補助があったんですけ

れども、今年度で申し上げますと５割の補助まで段
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階的に落としております。

これは当然補助するんですけれども、今後の離島

事業者の自走化も念頭に置いておりますので、補助

率は段階的に下げながら取り組んでいるというもの

でございます。

○國仲昌二委員 このモニターツアーの募集という

のは、どういう形でやっているんですか。

○森田賢地域・離島課長 令和元年度におきまして

は、新聞広告でありますとかホームページ、そして

パンフレット等の配布等々を行っておりまして、ア

クセスをいただいておるところでございます。

○國仲昌二委員 先ほどの答弁―答弁というか質問

かな、それでこのモニターツアーを実施した体験プ

ログラム、それを事業が終わった後も地元でそのプ

ログラムを発展させて、観光につなげていくという

ことだという説明があったんですけども、これ例え

ば、具体的な事例等があればちょっと教えていただ

けますか。

○森田賢地域・離島課長 一つ事例を御紹介いたし

ますと、例えば、漁港等の漁業組合さんなんかでで

すね、もともとは何も体験プログラムがなかったん

ですけれども、こういう島あっちぃ事業があるとい

うことで、魚さばき体験であるとかを試行的に始め

ようということで始められたケースがありまして、

これは島あっちぃ事業とは関係なく、ふだんから一

般の方も体験できるような取組が成立しておるとい

うようなケースが一つございます。

○國仲昌二委員 この実施地域の中に、宮古あるい

は多良間村が入っているのかどうかは分かりますか。

○森田賢地域・離島課長 宮古も多良間も入ってい

るというところでございます。

○國仲昌二委員 宮古、多良間ではどういったプロ

グラムというんですかね、それは。

○森田賢地域・離島課長 すみません。ちょっと今

把握している範囲で恐縮でございますが、宮古がま

さに先ほど申し上げた伊良部漁港等での体験プログ

ラムが行われたというふうに聞いております。

○國仲昌二委員 ありがとうございました。

これもなかなか離島にとってはいい事業だと思う

ので、継続していただけたらなと思います。

次ですね、ちょっとページ戻りまして、27ページ

のですね、地域づくりイノベーション事業というこ

とでこれは新規ということになっていますけども、

目的として先導モデルの創出、その横展開を図ると

いうことですけども、ちょっと具体的な中身の説明

をお願いできますか。

○森田賢地域・離島課長 お答えいたします。

例えばですけれども、地域活性化を推進したいと

いうモデル団体を対象としておりまして、例えば、

鍾乳洞でエコツアーを開きたいというところの地域

に対しまして、エコツアーガイドの先生を御紹介し

て正しい知識を得ていただくというような講座で

あったりとかですね、また、その地域の方が誰でも

案内できるようなガイドマニュアルを作成する取組

であるとか、そういった観点で、当該地域の観光を

振興していこうというような取組が、一つ例として

行われているところでございます。

○國仲昌二委員 これは今、実績の事業内容の中で、

地域住民等が自主的・主体的に取り組む団体―こう

いう団体に対して県のほうで呼びかけてこの事業を

行う、というふうな仕組みになっているんですかね。

○森田賢地域・離島課長 募集を行うとともにです

ね、また、実際、ハンズオン支援を行う専門家もお

りまして、なかなか事業計画を提出できないという

ところについては一定のサポートも行いながら、こ

のモデル団体というものをチョイスしているという

実態がございます。

○國仲昌二委員 ですから、その団体をいわゆる―

例えば市町村からの推薦であるとか、そういったと

ころで選択しているかという点は。

○森田賢地域・離島課長 これは、受託先が地域振

興協会でございまして、まさに地域づくり団体に対

する助成等々を行っているわけでございましてです

ね、そういった中で、まさにこの当該事業に対して

より適切だというようなところを、様々な方の御意

見等も踏まえて選んでいるというようなところでご

ざいます。

○又吉清義委員長 山里将雄委員。

○山里将雄委員 それでは、私のほうからも少し質

疑をさせていただきます。主要施策の成果に関する

報告書の中から、幾つか質問をします。

まず、20ページの沖縄・奄美連携交流促進事業に

ついてでありますけれども、これは、本当は世界自

然遺産登録のそういった見通しなどについて聞きた

かったんですけども、通告をしましたらそこは環境

部に聞いてくれということでしたので、今回はこの

交流事業についてだけになりますけれども、聞いて

いきたいと思います。まずは、理解を深める意味で、

事業の内容について説明をお願いします。

○森田賢地域・離島課長 沖縄・奄美連携交流促進

事業でございますけれども、この事業についてはで

すね、沖縄と奄美群島の交流を促進いたしまして、

また、世界自然遺産登録に向けた両地域間の移動し

やすい環境づくりというものを進めるために、航空
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路及び航路事業者に対しまして、沖縄県と鹿児島県

の折半によりまして割引運賃の支援を行って、運賃

の低減を図っているというような事業でございます。

○山里将雄委員 補助というか、低減しているのは

４つの航空路と８つの航路ということなんですが、

それを今ここで言えますか。

○森田賢地域・離島課長 まず、航空路でございま

すけれども、那覇－奄美間、那覇－与論間、そして

那覇－沖永良部間、そして那覇－徳之島という４つ

でございます。航路については、那覇－奄美間、那

覇－与論間、那覇－沖永良部間、那覇－徳之島間、

本部－奄美間、本部－与論間、本部－沖永良部間、

本部－徳之島間となっております。

○山里将雄委員 ちょっと確認です。これは那覇－

奄美、それと本部－奄美とあるんですけれども、こ

れは別の航路なんですか。那覇から出て、本部に寄っ

て奄美に行くということではなくて。

○森田賢地域・離島課長 航路自体は当然、本部に

寄っていくということになっておるんですけれども、

補助対象はですね、那覇から乗った方も本部から乗っ

た方も対象にするという意味で、先ほど８航路と申

し上げたところでございます。

○山里将雄委員 分かりました。

低減する―いわゆる割引ですよね、補助するんで

すかね、その額というのは幾らなのか。これ全部挙

げると大変ですから、代表的なもので那覇－奄美で

結構ですが、航空路、それから航路のその額ですね、

低減の額というのは幾らなのか教えていただけます

か。

○森田賢地域・離島課長 例えばというところで申

し上げますけれども、航空路で申し上げますと、那

覇－奄美間が4150円軽減をしております。また、那

覇－与論間は2550円低減を図っております。

航路で申し上げますと、おおむね1500円、2000円

程度の軽減というふうな状況でございます。

○山里将雄委員 じゃあその低減した分を、鹿児島

県と沖縄県で半分ずつ負担して低減しているという

ことなんですね。これの対象はどういうふうになっ

ていますか。例えば、奄美の住民と沖縄県民だけな

のか、それともこの航路に乗る全ての人が対象なの

かですが。

○森田賢地域・離島課長 これは当然、住民の方も

もちろんですけれども、併せて観光客等とも対象に

なっております。

○山里将雄委員 全てですね。次ですが、これまで

の事業、これは28年度から令和２年まで終わったん

ですね。その間の累計のいわゆる額、低減した額。

簡単に言えば、補助した額というのは幾らになるか

上がっていますか、数字は。

○森田賢地域・離島課長 すみません。

おおむねということで恐縮でございますが、例え

ば、本格的に実施した平成28年度から令和元年度ま

での決算額は、おおむね各年度7500万円程度で推移

しておるというところでございますので、おおむね

４年間で３億円かなと思っております。

○山里将雄委員 これは、沖縄県だけの負担分、決

算で言うとということだと、沖縄県だけの負担額。

そうすると、鹿児島を含めればその２倍の補助をし

ているということになるんですかね。

○森田賢地域・離島課長 今、申し上げたのは、沖

縄県の決算額ということでございます。

○山里将雄委員 かなり結構大きな数字ですね。そ

の効果といいますかね、27年度から２万6752人、率

にして24.8％増加したと言っているんですけれども、

効果としてはどうでしょう。この数字は―２万6752人

ですね、これ元年度の単年度の数字になるんですか。

それとも27年度からの累計か。

○森田賢地域・離島課長 あくまでも単年度という

ことでございまして、令和元年度の全旅客者数が13万

6000人というふうになっておりまして、平成27年度

と比較して約２万7000人増加しているという状況で

ございます。

○山里将雄委員 この数字は、毎年、毎年増加して

いる、大きくなっていっているんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 令和元年度までの実績を、

ここ５年間ぐらい確認しますと、全て増加というふ

うな状況でございます。

○山里将雄委員 着実に効果を上げているという理

解でよろしいですね。じゃあちょっと皆さん、ちょっ

とこれ通知してから―ネットで皆さんのホームペー

ジを見させていただいたら、アンケート調査を行っ

ているようですけれども。まずですね、ちょっと皆

さんあれではよく分からなくって。期間がですね、

９月29日よりというふうに載っているんですけれど

も、別の表でいう期間は29日までになっているんで

すよ。どっちが正しいんですか。からですか、まで

ですか。

○森田賢地域・離島課長 ちょっと正確には確認を

いたしますけれども、基本的に夏７月から８月、９月

とかですね、夏期の人口移動と冬場の人口移動とい

うのを両方把握しているアンケートでございまして

―ちょっとすみません、期間については確認をさせ

ていただければと思います。

○山里将雄委員 結構です。終わっているかどうか
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だけなんで。もう既に行っているということでよろ

しいですね。その内容なんですけれども、このアン

ケートは沖縄県だけが行っていますか。それとも、

鹿児島県と共同で行っているんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 これは、沖縄県がまさに

その実際に使われている方の旅行者等も含めてです

ね、実態を把握するための調査でございます。

○山里将雄委員 沖縄県で。分かりました。

その方法について、どんなやり方でやっているの

か教えてください。

○森田賢地域・離島課長 令和元年度の調査ではで

すね、例えば那覇空港で奄美行きの飛行機に乗られ

そうな方に調査員がお声掛けいたしまして、どうい

う目的で行かれるんですかとか、この補助事業を御

存じですかとか、そういうふうな実地の検査をして

おる状況でございます。また一方で、奄美空港側で

もですね、同じような調査を行っているものでござ

いまして、これは航路も同じという状況でございま

す。

○山里将雄委員 それは鹿児島のほうでも奄美で同

じような調査を行っていると。共同でやっているわ

けではないけれども、それぞれで行っているという

ことなんですね。今、令和元年度についてはという

ふうにおっしゃっていたんですけれども、このアン

ケートはこれまでも毎年というか、やってきている

んですか。

○森田賢地域・離島課長 すみません、先ほどちょっ

と令和元年度と申し上げましたけども、調査は２年

に１回でございまして、平成30年度の誤りでござい

ます。

今年度も２年に１回なので、平成30年度に続いて

調査を行うんですけれども、コロナウイルスでなか

なか調査員が濃厚接触する可能性等も踏まえて、ネッ

トでのアンケートであるとか、実際にＱＲコードを

提示させていただいて、そのＱＲコードで御自身で

やってくださいという形で、直接的な対面での調査

は控えるように見直しているというところは若干ご

ざいます。

○山里将雄委員 そうすると、これまでもう今年度

も含めて２回行っているということですので、その

アンケートのある程度のサンプルも収集できている

と思いますのでね。これは、実際にその分析をして、

どんなことに、どういうふうに生かしていこうとお

考えなんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 実際にこの事業を行うこ

とで―例えば買物とかで旅行で、要は交通運賃が軽

減されておりますので、それ以外のところで多く使

われましたかという調査内容であったりとか、そう

いう経済効果の分析であったりとか、実際にこの事

業についてきちんと周知が図られているかというの

も含めてアンケートを取ってもらってございます。

○山里将雄委員 事業の期間は、この報告書では平

成28年度から令和３年、これは５年で区切っている

と思うんですけれども、その後も要するにいつまで

その事業は継続していくお考えですか。

○森田賢地域・離島課長 これについては、当然、

鹿児島県とも協議は行っておく必要があるかと思い

ますけれども、これから、まさに世界自然遺産への

登録というような国内外の注目が集まるような話も

ございますので、基本的には引き続き行っていくも

のなのかなと思っております。

○山里将雄委員 その世界遺産がどうなるか分かり

ませんけど、その結論が出るまでということですね。

本来のこの事業の目的は、さっき今言った世界遺産

ですね、世界自然遺産の登録。奄美大島、徳之島、

沖縄本島北部及び西表島ですか、その世界遺産の登

録を目的としているということですので、ぜひです

ね、鹿児島県と連携しながらしっかりと取り組んで

いただいて、登録ができるように、実現できるよう

に御努力いただければと思います。よろしくお願い

します。この件については以上とします。

じゃあ次ですけれども、31ページのバス路線補助

事業費についてちょっとお伺いいたします。まず、

補助形態の件なんですけれども、事業者、市町村、

県、国の負担で赤字路線を補助するということになっ

ているはずなんですが、これは２つの事業があるん

ですね。沖縄県地域公共交通（陸上交通）確保維持

改善事業費補助金、それともう一つは、沖縄県生活

バス路線確保対策補助金というふうに２つあるんで

すけれども、この２つの補助事業の補助金の違いを

教えていただけますか。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

まずですね、このバス路線の補助事業については

２種類ありまして、１つが国、県、市町村の協調補

助。それから、県単独でやる補助があるんですけれ

ども、その要件の違いなんですけれども、国協調補

助であれば、運行区域が複数市町村にまたがる路線

ですとか、県単補助については単独市町村でも可能

ですということ。それから、国協調補助については、

例えば対象となる距離が何キロ以上でなければなら

ないというふうな縛りはないんですけれども、県単

補助でいえば10キロ以上であるですとか、１日当た

りの輸送量について国協調補助であれば15人以上

150人未満、それを県単補助でやれば３人以上150人
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未満等ですね、おのおのの要件で、国協調補助の事

業と県単補助の事業で内容が異なっております。

○山里将雄委員 この事業は―私も名護市ですので、

この事業には関わってきたのである程度把握はして

いるんですけれども、県の事業決算額がこれ１億

5000万円ぐらいの数値になっていますけれども、市

町村の負担分もあるわけですよね。市町村―要する

にこの事業の対象となっている負担をしなければな

らない市町村の数は幾つなのか。それと、令和元年

度で結構ですけれども、その市町村が負担した額と

いうのは分かりますか。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

今、補助のある市町村ということなんですけれど

も、19市町村でございます。それから、市町村の持

ち出した負担額の合計が、昨年度で約２億5900万円

となっております。

○山里将雄委員 ２億5900万円、19市町村で割って

ということではあるんですけども、やっぱりかなり

大きな数字だと思います。小さな町村にとってはで

すね、大変な負担になっているということで、国保

でもそういうことがありましたので、やっぱり市町

村の負担をなるべく小さくできないものかと思って

いたんですけども、その辺どうでしょうか。

○金城康司交通政策課長 市町村負担についてなん

ですけれども、そのうちの約８割が特別交付税で補

塡される形になっておりますので。そういうことで

ございます。

○山里将雄委員 分かりました。

この事業は本当に過疎地域というかですね、人口

の少ない市町村にとっては非常に住民の生活のため

に必要な事業ですので、バス路線はですね。今後も

ずっと継続していただきたいと思っているんですけ

れども。今、補助している、対象となっている路線

で廃止を検討しているとかいうような路線はござい

ますか。

○金城康司交通政策課長 今のところ、そういう話

は聞いておりません。

○山里将雄委員 そうですか。

あともう一つ、こういうことがあったんですね。

名護から那覇までの長い路線の場合ですね、いわゆ

る名護から中部辺りまではいわゆる赤字の状態で、

そこからが黒字で、トータルするとそんなに赤字額

が大きくないということで、バス事業者のほうでは

この路線を２つに割って、赤字の部分だけ補助金を

受け取るというようなことが―実際それはできな

かったんですけども、やっていないんですけども、

そういう話があったんです。そういったことをされ

ると市町村によって負担がどんとまた大きくなって

しまいますのでね、その辺についてはぜひ、皆さん

のほうでも監視といいますかね、していただいて、

ぜひ事業者の皆さんにも協力をお願いしていただき

たいと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 朝からいろいろ聞かれております

けど、この沖縄・奄美連携の交流促進事業、先ほど

山里委員のほうでちょっと気になるのがありました

ので。移動コストの低減を図る部分のその実績は分

かりましたけど、令和３年まで事業ということです

よね。その後はどうなるんですかということであれ

ば、今後、鹿児島県と調整をすると言いましたけど、

この世界自然登録が決定すればなしという意味にな

るのか。どうですか。

○森田賢地域・離島課長 いえ、先ほどそういう観

点で申し上げたのではなくて、世界自然遺産登録も

今後年頭に控えておるので、さらなる交流人口の促

進が見込まれるので、この事業を継続すべきだとい

うような中身で申し上げたつもりでございます。

以上でございます。

○平良昭一委員 あくまでも世界自然遺産登録を一

つの要として、その事業をやっていくという一つの

提言ですよね。今後、その地域に関しては、これか

らも鹿児島県と連携を取りながら移動コストを安く

するということで理解してよろしいんですよね。

○森田賢地域・離島課長 そういう理解で大丈夫か

と思います。

○平良昭一委員 先ほど2150円から4100円というこ

とでありましたけど、確認したいんですけど、実際

１人１つの航路に関して、下限上限それぐらいで合っ

ているのかな。

○森田賢地域・離島課長 航空路については、搭乗

日の７日前に購入可能な割引のものと、28日前まで

に購入可能な運賃の割引とそれぞれありまして、そ

れぞれに応じた軽減の額というふうになっておりま

して、航空路については、先ほど4150円と一つ例を

お出ししましたけれども、これは内容とか区間によっ

て、2000円台から4000円台までの軽減状況になって

いるというところでございます。

○平良昭一委員 これは予約のみでの対象ですか。

○森田賢地域・離島課長 これは鹿児島県で以前か

ら航空運賃の割引が行われていたものについて、先

得割引という28日前まで購入可能なものと、特便割

引という７日前まで購入可能なものというところに

補助されていたというような経緯がございまして、
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それに沖縄県も協働するという形で行われているも

のでございまして、ここに対象が限定されていると

いうところでございます。

○平良昭一委員 船舶の場合もそうですか。

○森田賢地域・離島課長 今申し上げたのは航空路

だけでございますので、船舶は通常どおりの、先ほ

ど申し上げた1500円から2000円の軽減がされている

というところでございます。

○平良昭一委員 ８つの航路があると言っていまし

たけど、一番安いところで片道どれぐらいですか。

多分、本部－与論だと思うんだけど。

○森田賢地域・離島課長 本部－与論がおっしゃる

とおり距離が一番短いものでございますので、普通

運賃が2930円というふうになっております。

○平良昭一委員 半額近く補助になるということは

大変いいことですのでありますので、分かりました。

次に33ページ、石油製品輸送等補助事業ですけど、

輸送経費の補助ですよね。離島でも同じ価格になら

なければいけないわけですよ、当然。その価格差の

ですね、要因分析を進めるというふうに過去に言っ

ておりましたけど、その原因究明はどうなっていま

すか。

○森田賢地域・離島課長 平成30年度について実施

した調査の中身でいうと、先ほど申し上げたように

ですね、まさに人件費や離島輸送に用いるコンテナ

の検査費用等のコストであるとか、年間販売量が少

ないために１リットル当たりの固定費が高くなると

いうような実態があったところでございます。これ

について、今年度も実際の各販売所等の経営状況も

聞きながら、さらに分析を深めてまいりたいと思っ

ております。

○平良昭一委員 午前中の答弁で、公正な取引、独

占禁止法、それは当たり前。これは当たり前の話な

んですよね。要は、離島の方々が本島の方々と同じ

料金のガソリンを買えるという、そこが一番ポイン

トであるわけですから、同じ価格になるための施策

を考えないといけないのがこの分野でしょ。それに

対して、長年かかってもまだそれと同じような状況

になっていない、価格が一緒になっていないという

のは、どこかでおかしいわけですよね。その辺、感

じていませんか。

○宮城力企画部長 本島価格といっても島内統一的

な価格ではなくて、やはり価格差はあるわけです。

離島にあっても、離島の規模に応じて市場の大きい、

小さいがありますので、やはり価格差は生ずるもの

と思っています。どの水準までを目標にするかとい

うのは非常に難しいんですが、我々が従来から行っ

ている石油製品補助は、本島並みの価格を目指すと

いうことで―例えば蔵入れ料ですね、そのあたりも

実態に合わせた補助単価の見直し等を行ってきてお

りますし、全ての離島が本島と同じになるというの

は非常に難しいと考えておりますけれども、その本

島並みを目指していくということは今後も変わらな

いという考えで行ってまいります。

○平良昭一委員 確かにそうです。沖縄本島内でも

高いところ、安いところ、これは本島内の情報が行

き交うんですよね。どこどこのスタンドは一番安い、

沖縄県内で一番安いよとか。やっぱりある程度のそ

の価格の開きはあると思いますけれど、しかし、そ

れ以上に開いているのが離島の今の価格ですので、

せめてここまで持ってくるという状況をつくってあ

げないといけない。これは長年かかっていますよ。

本会議のたびにいろんな会派の中から出てきますし、

毎回出てきている問題ですし、まだ結果が出ないと

いうのがですね、何かほかに原因があるんじゃない

かなというふうに思うんですよ。公正な取引の中、

いわゆる独占禁止法の中で、それに違反している部

分なんかがあるんであれば、これは大変なことです

ので。我々はそこに抵触する部分があるからできな

いものなのかなと思ったりもするんですけど、どう

ですか、部長。

○宮城力企画部長 すみません、先ほど私が申し上

げた独占禁止法の趣旨に反するというのは、県がこ

の価格にしなさいとかですね、それぞれの販売店の

小売価格に関与するというのが、公正な取引を阻害

するという意味で申し上げたところでございます。

県としては、今、離島の輸送製品の補助事業を行っ

ていて、それぞれの島で本島とどのぐらいの価格差

があってということの透明化を、今、目指している

ところですけれども、この情報の在り方についても

もう一工夫できないかですね、このあたりも検討し

ていきたいと思っております。

○平良昭一委員 輸送経費の補助というのは、かな

りの大ざっぱな言い方かもしれませんけど、もっと

細かい作業が必要になってくると思いますので、一

日でも早い適正な価格でやっていただきたいと思っ

ています。

38と40ページに関連しますけど、ちょっと関わり

がありますので聞きたいです。このブロードバンド

とか光通信、ケーブルなどの高度な利活用の環境の

形成を求めることは非常に重要であると思いますけ

ど、しかしですね、いまだにテレビの受信ができな

い地域が存在するんですよね、沖縄県には。共聴組

合をつくり、実費を支払い、施設を維持管理運営し
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ている地域があります。県内にどれくらいその地域

と組合があるか分かりますか、教えていただきたい。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 県内のテレビの共

同受信施設の状況でございますが、我々から市町村

に照会をいたしました。その結果としてはですね、

92施設ということで把握をしております。

○平良昭一委員 この92の地域の方々は公共放送の

受信料も支払って、それ以外に月1000円以上の出費

があるのも事実なんですよ。最近は、地域災害の緊

急速報もテレビで確認する時代ですよね。自動的に

テレビがついて、それを放送をするということ。こ

の情報通信が高度化する中で、まさにもう取り残さ

れている方々、地域じゃないかなと思うんですよ。

それこそ不公平な状況でありますので、ここを改善

していくことがまず僕は先じゃないかなと思う。

幾ら高度なものをですね、ブロードバンドを引っ

張った、光通信をやったとしても、生活の一番拠点

であるテレビさえも映らないところ。そこをまず、

皆さんがしっかりサポートしてあげることが大事だ

と思いますけど、どうですか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 県のほうでも、毎

年、市町村に照会をしたり各市役所とも意見交換を

しながら、難視聴の解消に向けて取り組んでいると

ころではございます。地域の要望も踏まえながら、

放送事業者、地元市町村と連携して、さらなる解消

に向けて取り組んでいきたいというふうに考えてい

ます。

○平良昭一委員 以前に、国と調整すると―これ総

務省かな、調整しているということがありましたけ

ど、国の方針の中で先進的なデジタルを入れて、そ

れをやったがゆえに、余計映らなくなっている地域

が出ているという。これは反比例するわけですよね、

こういうのは。であれば、当然この共聴組合とかで

月に余分に1000円以上払っている、1200円、1500円

もあると思いますけど、その維持管理費等はですね、

県や市町村がある程度助成をしていくのが筋じゃな

いかなと思いますけど、その辺、国と調整したよう

な状況がございますか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 個人で負担してい

る、世帯で負担されている点について、国と調整を

したことはございませんが、この共同受信施設の維

持管理、更新の負担というのは、県内に限らず、こ

れは全国の中山間地等も含めて問題になっていると

ころからですね、全国知事会と連携をして国のほう

にこういった部分についての支援もお願いをしたい

ということを継続的に要望をしているところでござ

います。

○平良昭一委員 私がなぜこれを言うかというと、

皆さんはこの大東とか、そういう大きな莫大な資金

を入れてですね、ブロードバンド、これは光通信を

引っ張っていくわけですよね。そういうことをする

のに、なぜ生活のもう一番のとりでになるテレビが

映らないことに対して、これだけ奥手になっている

のかなと非常に不思議でたまらないんですよ。そう

いう面で光を当てることが、本来の皆さんの仕事じゃ

ないかなと思いますよ。改めてもう一回聞きたい。

この共聴地域、要するにテレビが映らない地域に対

する皆さんの努力を示していただきたい。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 まずは、そのテレ

ビの難視聴については、見えている、見えていない

ということでいいますと、一応総務省によりますと

受信環境の整備・対策が完了したと。ただ、各世帯

ごとで負担が生じたり、地域に負担が生じたりして

いる実態があるということで、そういった負担が可

能な限り縮減できる方法がないか、様々な方向を我

々としても模索をしていきたいというふうには考え

ています。

○平良昭一委員 これは本会議の中でも何名かの議

員が継続してやっていくはずですけど、本当に重要

な事項だと思いますので、その辺、これからまた一

緒に努力していきたいなと思っています。

平成31年度の重点施策の中でですね、小さな拠点

づくりの支援事業というのがありますけど、沖縄ら

しい優しい社会の構築ということでありますけど、

離島や過疎地域などにおいて、生活圏の中でコミュ

ニティーの要となり、一定の生活サービスを集約す

る小さな拠点づくりに係る取組を支援する形で、地

域の集落の維持、再生を図ることを目的とするよう

な状況の中であります。ちょっと聞きたいんですけ

ど、これは本会議でも言いましたけど、今、過疎地

域などで管理に苦慮している共同売店を支援してい

ることなどに、そういう事業は使えませんか。どう

でしょうか。

○森田賢地域・離島課長 共同売店という観点でい

くと、まさに集落の生活基盤の要というふうになろ

うかと思っておりますので、この事業の対象にはな

り得るかなと思っております。

○平良昭一委員 ９月議会でしたかね、それをお話

ししたら、すぐさま、皆さんこの調査に入ってきて

いることは非常に感謝したいと思っているんですよ。

この過疎地域のこの共同売店というのは、本当にも

う生活圏の中でのコミュニティーの要になっている

んですよね。県内にも北部だけではなくて、いろん

な地域にそういう共同売店の維持管理を運営するの
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に非常に苦慮しているところがあるということであ

りましたので、この調査は入っているということは

いいことでありますけど、ぜひですね、お年寄り、

いわゆる足がない方々は売店がなくなると、もうこ

れ生活ができなくなるわけですよ。自然にこの集落

は過疎化につながっていきます。都市部に出て行く

ような状況になりますので、せっかくこれだけ地域

の中で共同運営してきた売店があるわけですので、

コミュニティーの場として、どうにか支援をしてい

けるような状況をつくっていただきたいと思います

ので、それは今後も検討をしていただきたいと思っ

ています。

あとですね、地域づくりのイノベーション事業で

すけど、これについて、もう一度説明をお願いでき

ますか。

○森田賢地域・離島課長 地域づくりイノベーショ

ン事業の内容でございますけれども、本事業につき

ましては地方創生交付金を活用いたしまして、多様

な主体の参画と連携による地域づくりを支援するも

のでございます。令和元年度は４つの先導モデル団

体に対して、専門家等によるハンズオン支援であり

ますとか、必要な補助事業を実施してきた、そして、

支援体制を整えてきたというところでございます。

○平良昭一委員 具体的な事業として、どういうも

のをやってきたかということだけ教えていただけれ

ば。

○森田賢地域・離島課長 先ほど１つ例を紹介させ

ていただきましたが、例えば、鍾乳洞をエコツアー

という形で展開したいという地域がございまして、

その地域に対して、エコツアーガイドに精通されて

いる大学の先生を招集させていただいたりとかです

ね、その地域の住民の方が、誰でもその地域の魅力

である鍾乳洞を案内できるようなマニュアルづくり

を支援しているというような例が一つございます。

○又吉清義委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず、歳出決算状況からお聞かせ

いただきたいんですけど。この不用額なんですが、

13億円余りの不用額が今回もあるということで、も

う少し内訳を教えていただけますか。この計画調査

費で約５億円、その振興交付で６億8000万円という

のがあるんですけど。

○喜舎場健太企画調整課長 企画部不用額全体が

13億6600万円ですけども、その内訳として主なもの

が３つございます。まず１つ目が沖縄振興特別推進

交付金、これは市町村のものですけれども、６億492万

1000円。２つ目に、沖縄振興特別推進交付金町村支

援事業、これが7973万7000円。３つ目に、沖縄離島

住民等交通コスト負担軽減事業、これが6134万8000円

となっております。

○當間盛夫委員 部長、この振興費を使う部分で、

よく国のほうから、不用額を出すのに、皆さんまた

要求をするのかと。不用額をしっかりと改善すると

いうのが県の課題だとかいうかね、いろいろと指摘

を受けているんですけど、このことは国からどうい

うような指摘を受けているんですか。

○山内明良市町村課副参事 お答えします。

不用額の一括交付金の不用額については、国のほ

うから特に何か意見等々はございません。

以上です。

○宮城力企画部長 以前に、一括交付金が減額され

たその要因として、一括交付金の繰越しがどの程度

ある、あるいは不用がどの程度あるという要因を持っ

てやっぱり減額されたことがありました。県にあっ

ては一括交付金の繰越しの縮減、あるいは不用額の

低減化ということで努めてまいりました。しかしな

がら、やはりどうしても一定規模の不用が出るとい

うことで、残る今年度それから次年度に向けてです

ね、繰越額の圧縮―残念ながら令和元年度増えてし

まいましたが、今年度の執行、あるいは次年度に向

けて市町村と連携しながら、縮減、圧縮に取り組ん

でいきたいと思っております。

○當間盛夫委員 僕は、担当が国から何も言われて

いないという認識を持っていることの答弁自体がど

うなのかなと思うけど。ちなみにお伺いするんです

けど、不用額全体で今回177億円という不用額を出し

ているんですけど、この振興策の部分からするとど

れだけになってくるんですか。この177億円のうち。

○宮城力企画部長 企画部としては把握しておりま

せん。

○當間盛夫委員 ぜひ部長、この辺は皆さん国とそ

ういう予算折衝を、振興の分を含めてやる部署でも

あるはずでしょうから、その辺はやっぱり把握して

いるほうがいいでしょうし、皆さんの話では何か状

況の変化だとか、入札の不落だとかいろんなことが

挙げられるということがあったにしても、この事業

的に乗せて、結果的にそれが生かされなかったとい

うことは見通しが甘かった、計画が甘かったという

ことになるはずでしょうから、ぜひその辺はですね、

予算と、せっかくこういう形で計画した予算という

ことですので、しっかり対応していただければと思

います。

これから、成果報告からいろいろとお話をさせて

もらうんですけど、鉄軌道だとか、離島力だとかい

ろいろとありますので聞かせてください。その前に、
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このことをやるためには、どうしても新たな振興計

画を取らないといけないということも前提になって

くると思うんですよね。これは令和３年までの事業

ではあるんですけど、これをこれから継続するため

に新たな振興計画ということになろうかというふう

に思うんですけど、見通しはどうですか。

○宮城力企画部長 現行の沖縄振興計画の継続、一

括交付金も含めてなんですが、これは全ての市町村

の総意でもあります。県としては現行制度、さらに

加えて拡充等については、近々、国に対して要望す

ることとしております。その中で、どのような制度

ができるのか、また、拡充できるのかですね、国と

調整を進めていくこととしております。

○當間盛夫委員 もう10月中旬、もう11月になって

きます。ある程度国の方向性、国も今度、政権も変

わりましたので、担当大臣も変わりました。それか

らすると、私は今度の河野沖縄担当大臣というのは、

質問でも言わせてもらったんですけど、効率だと、

やった事業がどういうような効果が出ているのかと

いうことも、その担当大臣就任のときによく言われ

ます。コストカッターだというふうにも言われてい

る人ですので。先ほどから離島の石油のものにして

も、僕は、彼は実績がなければどうあるべきかとい

うようなものが出てくるはずでしょうから、その辺

も皆さん真剣になって、この対応をどうしていくの

かと。高率補助に関しても、皆さん、この高率補助

というのが沖縄にとっては必要だというのであれば、

この高率補助が何で必要なのかということも踏まえ

ながらこの振興計画をやらないと、なかなか中央は

沖縄に対するこの新たな振興計画というのは、冷や

やかに見ているというふうな認識を私は持っている

んですけど、皆さんの感触はどうですか。

○宮城力企画部長 新たな沖縄振興計画の必要性に

ついての資料を、各会派等お配りして御説明したと

ころです。これまで沖縄振興特別措置法の立法目的

としましては、沖縄が置かれた特殊事情、歴史的事

情、地理的事情、それから社会的事情ですね。これ

らに基づく各種課題、生ずる課題、この課題を整理

するためには特別の措置が必要であるという、いわ

ゆる地域振興法的な性格があるというふうに我々も

認識しておりまして、これらの特殊事情から生ずる

課題はまだ解決されていない、そのことから今後と

も特別措置が必要であるということを説明してきて

いるところです。

○當間盛夫委員 じゃあ中身に入りまして、その鉄

軌道。これまでもう何年も調査をしてきているんで

すけど、国と県でやった調査の総額、国、県別々に

ちょっと教えてください。調査の予算額。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 すみませ

ん、国の分についてはちょっと持ち合わせていない

んですが、県のものについて御説明させていただき

ます。県は、平成24年度から事業を着手しておりま

すが、令和元年度までの８年間におきまして、決算

ベースで調査費に関して、委託関係に関しましては

４億4300万円をかけて取組をさせていただいたとい

うところでございます。その間ですね、24年度から

25年度までは、どのようにすれば鉄軌道の導入が可

能になるかという観点から、全国新幹線鉄道整備法

を参考とした上下分離方式の採用により採算が取れ

ることを調査で確認したというところと、26年度か

ら29年度にかけましては、県民の皆様と情報共有を

図りながら、構想段階における計画案づくりに取り

組みました。その結果、平成30年５月に県としての

計画書ですね、構想段階における計画書を策定した

というところでございます。その後、平成30年度か

ら令和元年度にかけましては、国から課題として示

されている費用便益比について検討を行ってきた結

果、ケースによっては１を超えるというようなこと

を確認したというところでございます。

○當間盛夫委員 県は１を超えた、国はまだ0.7、

0.8だというのがある。この違いは、今度11月にヤン

バルでのテーマパークの計画があるというふうにあ

るんですけど、このテーマパークの需要というのは

どういうような形で国、県が入っているんですか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えし

ます。

北部のテーマパークの件につきましては、国の令

和元年度の調査においても反映されておりますし、

県が昨年度検討しました費用便益比の検討に当たり

ましても、そういった新たな施設ができることも考

慮して需要等々がはじかれたというところでござい

ます。

○當間盛夫委員 私たちが生きている間に引いてく

ださい。よろしくお願いします。

次に、公共交通利用環境改善。バス路線。やっぱ

りね、今、鉄軌道をいろんな形で国とやっているん

ですけど、やっぱり沖縄で公共交通と言えばもうバ

ス、タクシーということがあって、この路線バスも

―今度、東京バスがまた新規になったんですが、基

本的に赤字が続いて、減便が続いているという状況

なんですけど、この路線バスの状況って今どうなん

ですか。

○金城康司交通政策課長 県内の乗合バスの輸送人

員なんですけれども、平成元年が6871万人から平成
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16年には2766万人まで減少を続け、その後は下げ止

まり傾向が続いております。

○當間盛夫委員 どう改善するんですか。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

今、県のほうで取り組んでおりますのは、まず、

那覇から沖縄市に至る基幹バスを昨年の10月から導

入しているんですけれども、それを骨格として地域

に至るフィーダー交通を充実させていくことによっ

て、移動利便性の向上を図るということで、バスの

乗客の向上につなげたいと。加えて、県のほうでも

利便性向上ということでノンステップバスの導入事

業ですとか、バスにおける多言語対応機能等の導入

事業を行っておりまして、そういった幅広い施策を

講じることによって、バス利用者の増加につなげた

いと考えております。

○當間盛夫委員 もう根本的に考え方を変えて、こ

の路線バスに関して、公共交通という在り方からす

ると、もう統合したほうがいいんじゃないかという

ことで、前々からそのお話をさせてもらっているん

ですが、その路線バスの統合という考え方を県はど

のように考えますか。

○金城康司交通政策課長 まず、乗合バス会社の統

合につきましては、基本的にはバス事業者が自らの

経営判断により行われるものと認識しております。

一方で、国において、乗合バスの経営統合を独占禁

止法の適用除外とする内容の特例法が令和２年、今

年の５月に制定されたことから、引き続き事業者の

意向を踏まえて、他県の先行事例等について情報収

集に努めながら、今後も県内バス事業者と意見交換

を図ってまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 これね、部長。その路線バスを今

運営している側も、きついと思うんですよ。結局、

県がいや民間だからという話をしてね、結果的にバ

ス業者の皆さんは減便をしていくわけですよ。結果

それが何を招くかと言ったら、やっぱり住民がその

分での不便を来しているということになっているわ

けですから、皆さんその辺は、もう国がそういう方

向性に持ってきているわけだから、真剣になってど

う考えていくかと、統合のことを含めてね。僕は、

もう皆さんその辺のテーブルはつくるべきだという

ふうに思っています。昨今、旭町のほうでの沖縄バ

スさんも、あの用地を売却されたというような記事

も出ているわけですから、結構この路線バス業界と

いうのかな、民間会社というのは、その分では決し

て経営的に充実しているということはないはずで

しょうから、そのテーブルをつくるということは、

部長どうでしょうか。

○宮城力企画部長 先ほど、基幹バスシステムの構

築を目指すという話を答弁させていただきました。

支線については、間違いなく路線の再編が必要にな

ると思っています。現行の状況でも那覇に全ての路

線が―全てではないんですけど、数多くの路線が始

点、終点として設定されております。先ほど、独占

禁止法の改正があったということで、料金プール制

などの対応も取れるということになっておりますの

で、そのあたりも含めてバス会社さんと、まずどう

いうことができるのかというのを意見交換していき

たいと思っています。

○當間盛夫委員 次、移らせてもらいます。

空港整備。この那覇空港、３月に２本目の滑走路

が開設されたんですが、この那覇空港においての―

コロナは別にしても、その間、新規路線というのは

獲得できていたんでしょうか。

○大嶺寛交通政策課副参事 国土交通省の那覇空港

事務所に確認したところ、国際線のほうでは、今年

の４月までは海外の航空会社から新規就航に関する

問合せはあったということですが、路線の開設には

至っていないということでした。また、県の観光部

局においては、新型コロナ感染症の影響が出る前は、

東アジアを中心に複数の海外の航空会社から路線就

航の意向が示されていたということです。国内線に

つきましては、スカイマークのほうで那覇－下地島

路線、ピーチ・アビエーションのほうで那覇－仙台

路線、那覇－新千歳路線の３路線が、来る10月25日

から新規に就航する予定となっております。

○當間盛夫委員 ２本目の平行滑走路ができる中で、

問合せがあったとかということではなくて、やっぱ

りこの開設をする前には、いろんな枠組み、羽田だ

とかいろんなところ枠組みあるんでしょうけど、やっ

ぱり新規路線の獲得というのは、もう開設と同時に

僕はそのものが並行してあるべきだったというふう

にも思っておりますので、幸いにもこのコロナで航

空事業いろんな影響を受けているというところもあ

るんですけど、我々、観光がリーディングですので、

この那覇空港の新規就航の分をですね、しっかりと

またこれからも頑張っていただければと思っており

ます。

沖縄科学技術イノベーションなんですが、ＯＩＳ

Ｔが中心になっているとは思っていないんですけど、

琉大だとか高専だとか、いろんなものがこの事業に

絡んでいる分があるんですけど。ＯＩＳＴが果たし

ている役割って、どう皆さん考えられているんです

か。

○金城克也科学技術振興課長 お答えします。
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この事業ですね、沖縄科学技術イノベーションシ

ステム構築事業はですね、県内大学との研究成果を

産業利用へつなげるイノベーションシステムを構築

するものであり、これにより沖縄県における知的・

産業クラスターの形成を促進することのための事業

でございます。具体的には産学連携の共同研究に対

し支援を行っており、県内大学との共同研究につい

て、平成27年度から令和２年度の累計で58件を支援

しているところです。内訳としては、委員のおっしゃ

るとおり琉球大学が54件、それから沖縄高専が12件、

名桜大学が１件となっておりまして、メインの研究

をするところは全て県内の琉球大学とか沖縄高専、

名桜大学が中心となっております。そのうち、ＯＩ

ＳＴが共同研究として絡んでいる、参画している共

同研究は３件となっております。

以上です。

○當間盛夫委員 部長ね、2200、2300億円もかけて

ＯＩＳＴを今やっています。200億円余りの年間予算

をかけているこのＯＩＳＴが、我々のこの沖縄のベ

ンチャー、そのイノベーションを含めた部分に対し

て、この皆さんの事業に対しても３件しか参画をし

ていないというこの現状をどう見ますか。

○宮城力企画部長 共同研究については３件という

ところですけれども、特に昨今のこのコロナ禍にあっ

ては、ＯＩＳＴのほうでＰＣＲ検査も実施しており

ますし、抗体検査も今実施しているところで、非常

に今、連携が取れた取組をしていると感じています。

ただし、今後のＯＩＳＴとの連携については、今あ

るベンチャー系の企業とのマッチングを図る必要が

あります。ＯＩＳＴにあってはアクセラレーター・

プログラムも今実施して、起業家支援も行ってきて

おりますので、本来、コロナでなければ今年度２件

の外国の企業家支援ができるはずでした。少しずつ

ではありますけれども、県内の企業が定着するよう

な取組をどんどん、どんどん進めていく。この取組

にあっては、県も県単で補助事業を実施しておりま

して、少しずつではありますが、裾野を広げていき

たいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 今、ベンチャーというお話があり

ましたので、今までＯＩＳＴ絡みのベンチャーは何

社あるんですか。

○金城克也科学技術振興課長 お答えします。

ベンチャー数は２社。会社名まで申し上げますと、

沖縄プロテイントモグラフィー株式会社さんと、そ

れからＢｉｏＡｌｃｈｅｍｙ株式会社さんです。そ

れから、先ほど部長からもお話があったアクセラレー

ター・プログラムによるＯＩＳＴに絡むベンチャー

さんではないんですけど、ＯＩＳＴと県の事業で出

てきたベンチャーさんがですね、株式会社ＲＥＰＳ

とか、それからＥＦ Ｐｏｌｙｍｅｒ株式会社さん

という２社の会社も存在します。

以上です。

○當間盛夫委員 沖縄振興予算で200億円余りも予算

を取って、十何年たつのにベンチャーまだ２社。こ

のＰＣＲ検査というのも、那覇で民間の医療機関が

もうＰＣＲ検査のセンターをつくるぐらいですから、

そこがそれをやっているという自慢にも何もならな

くて、このことはもう、ちょっと後でまた苦言を言

うんですが。

次、離島の部分で行きましょうね。移住、定住い

ろいろと先ほどからあるんですけど、答弁いろいろ

と出ているからなんだけど、僕はね、外国人相談セ

ンターというのが北海道だとか福岡だとかいろんな

形があるんですけど、外国人の対応はこれはもう入

管でいろいろあるということで対応していないとい

うことなんですけど、この外国人の相談センターと

いうことの考え方をどうお持ちでしょうか。

○宮城力企画部長 コロナ禍の前にあっては、人手

不足による外国人材を確保するということで在留資

格の緩和等が行われ、県内に外国人の高度人材等が

流入してきたわけです。これらの定着を図っていく、

あるいはさらなる高度人材を沖縄に呼び寄せるには、

一定の受入れ体制を整えないといけないなというの

は感じております。このあたりの課題については、

新たな沖縄振興計画の中で取り組めるのか、ちょっ

と検討を進めていきたいと思います。

○當間盛夫委員 航路安定化支援事業なんですけど

も、簡潔にお話させてもらうと、座間味、渡嘉敷は

もう就航している。座間味の高速船の２隻目の部分

は、早めに国に要求すべきだと思うんですけど、い

かがですか。どう取り組まれていますか。

○金城康司交通政策課長 まず、この離島航路運航

安定化支援事業なんですけれども、フェリーを対象

として平成24年度から令和３年度まで14航路、15隻

の船舶更新支援計画を策定して、令和２年８月末ま

でに10航路、11隻の船舶更新が完了しております。

渡嘉敷－座間味航路のフェリーの更新については、

渡嘉敷航路は平成25年度に、座間味航路は27年度か

ら28年度にかけて支援を行いました。渡嘉敷村及び

座間味村につきましては、航路が唯一の移動手段で

あるため、高速船についても離島住民の生活に不可

欠で重要なものと認識しております。県としまして

は、今後更新予定の４航路の船舶更新を着実に実施

しつつ、渡嘉敷－座間味航路の２隻目となる高速船
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の支援については、次期振興計画での支援も含め、

検討をしていきたいと考えております。

○當間盛夫委員 今、次期振計もというようなお話

もあるんですけど、次期振計があるのかないのかも

分からないわけだから、来年皆さんの予定では大体

８億円ですよね。多いときには22億円だとかね、今

年度、令和２年は22億円の予算規模なんですよね。

それからすると、令和３年の分でもその座間味、渡

嘉敷にということを、これがもう最後だというよう

な形のことも含めながら―やっぱり買取りですので

ね、今つくっていますから、座間味にしても渡嘉敷

にしても、もう就航しているということの、この買

取りのことになるわけですから、しっかりと次年度

にはそれが対応できるという方向性を、ぜひ持って

いただきたいなというふうにも思っております。

もう時間は終わりですけど、委員長、今日いろい

ろと鉄軌道のお話だとか、このＯＩＳＴの部分だと

か、最初、前段で振興計画のお話もさせてもらった

んですけど、やはりその辺は知事がどういうような

形でこれからのこの在り方ね、離島の在り方だとか

いうことを含めても、知事にそのことをやっぱり聞

くべきだというふうにも思っておりますので、ぜひ

また要調査事項でですね、調査に上げていただけれ

ばというふうに思っておりますので、よろしく取り

計らいお願いします。

以上です。

○又吉清義委員長 先ほどの當間盛夫委員の質疑に

対する答弁で科学技術振興課長から答弁の訂正をし

たいとの申出がありますので発言を許可します。

金城克也科学技術振興課長。

○金城克也科学技術振興課長 先ほど、當間盛夫委

員の質問の中で、58件の支援をどの大学が何件やる

かという御質問に、私、琉球大学が54件とお答えし

ましたけれども、45件の間違いでしたので訂正させ

ていただきます。すみませんでした。

以上です。

○又吉清義委員長 ただいま當間盛夫委員から提起

のありました要調査事項の取扱いについては、本日

の委員会の終了後において協議いたします。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後３時11分休憩

午後３時27分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

先ほど、國仲委員の質疑に対する答弁について交

通政策課長から答弁の訂正の申出がありますので、

発言を許します。

金城康司交通政策課長。

○金城康司交通政策課長 先ほど國仲委員からの質

問の際に、離島住民コスト負担軽減事業について、

例えば、そこで住民登録されている方であれば今回

の交通コスト負担軽減事業の全ての路線を使えると

いうふうに誤った答弁をしてしまったんですけれど

も、現実には、そこに住所のある方、そこを発着す

る路線が基本となっております。例えば、多良間村

でいえば、多良間村に住民登録されている方であれ

ば、航路については多良間－平良間のみ。それから

航空路でいえば、多良間から宮古、それからその先

の宮古から石垣、宮古から那覇が対象となっており

まして、それ以外は対象外となっております。

おわびして訂正させていただきます。

○又吉清義委員長 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 すみません。通告したのは過疎地

域自立促進特別措置法ということを職員にお話をし

たんですけど、その前にですね、今通知しました令

和元年度一般会計歳出決算の中のですね、（款）総務

費の（項）市町村振興費の中の沖縄振興特別推進交

付金の不用額がありまして、説明の中で入札とかい

う話がありましたので、その内容をお聞かせいただ

きたいと思います。

○山内明良市町村課副参事 お答えいたします。

不用が生じた要因としましては、年度末における

入札残や雇用人員の不足による入札不調、また、事

業費積算の見直し、工法の変更、事業箇所の縮小に

よる事業計画の見直しに伴う事業費の減などによる

ものでございます。不用が生じた事例について御紹

介いたしますと、例えば、工事の入札を３回にわた

り実施したものの、公共工事の増加に伴う業務者の

手配困難などが要因で入札が不調に終わり、期間内

に執行が困難となったため不用が生じている事例が

ございます。また、用地購入に当たり、地権者の相

続手続に不測の日数を要したことから、計画してい

た一部の河川工事等を翌年度以降に見送ったため不

用が生じた事例など、そのほかの不用の事例につい

ても、そのような事情により不用が生じているとこ

ろでございます。

以上です。

○島尻忠明委員 これ、先ほどから説明をいただい

て理解はしているんですけど、細かい部分はいいで

すが、大きな部分でどういう事業が延びたのか、そ

して執行できなかったのか。まずこれをお聞かせく

ださい。

○山内明良市町村課副参事 不用が生じました事例

について幾つか御紹介いたしますと、与那国町で実

施しております与那国町観光施設整備、こちらが先
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ほどの工事の入札が３回にわたる不調・不落による

ものでございます。また、不用が生じている事業と

しましては、大宜味村のふるさと河川環境再生・活

用整備事業というものでして、こちら先ほどの用地

購入に当たり相続手続に不測の日数を要したという

ことで、不用になってございます。

以上です。

○島尻忠明委員 ちなみに、この与那国の施設が遅

れたことによって、島の人たちの影響というのはい

かがですか。与那国の事業が遅れたことについて。

要するに、与那国の皆さん、町民に対する影響とい

うのはどういうのがありますか。

○山内明良市町村課副参事 お答えいたします。

現在、この施設については一旦、今見直しており、

その代わりですね、その施設の周辺整備について、

今、事業のほうを推進しているというところでござ

います。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員から事業が完了してい

ないことによる影響が出ていないかとの確

認があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

山内明良市町村課副参事。

○山内明良市町村課副参事 お答えいたします。

この事業でございますが、景勝地に展望台であり

ますとか、トイレ、そういったものを設置する事業

でありますが、現在は既存の施設を活用しており、

特に影響があるということは聞いてございません。

○島尻忠明委員 分かりました。

あと１点ですね。ちょっと戻りまして、（項）の企

画費の中の（目）の計画調査費で、先ほど、交通体

系の何か施策とか計画という答弁がありましたけど、

この中身をお聞かせいただきたいと思います。要す

るに不用額が４億9700万円。この事業はどういう事

業ですかということだよ。

○喜舎場健太企画調整課長 お答えします。

（目）計画調査費の不用額４億9700万円の内訳の

主なものです。沖縄離島住民等交通コスト負担軽減

事業、これが6100万円余り。次に、石油製品輸送等

補助事業4600万円余り。

あと、大東地区情報通信基盤整備推進事業4200万

円。さらに、離島観光・交流促進事業3700万円。あ

と、振興推進事業費3200万円。最後に、沖縄・奄美

連携交流促進事業2500万円余りということで、幾つ

かの事業の積み重ねで４億9000万円となっておりま

す。

○島尻忠明委員 この不用となった原因をお聞かせ

ください。

○金城康司交通政策課長 まず、沖縄離島住民等交

通コスト負担軽減事業において不用額が約6000万円

出ているんですけれども、この理由がですね、この

事業自体が離島住民の割高な船賃、航空運賃を低減

するというものなんですけれども、３月に新型コロ

ナウイルスの影響で大分利用客が減りまして、それ

が一番、今回不用額の大きなものとなっております。

○森田賢地域・離島課長 石油輸送費補助の不用の

理由でございますけれども、もともと消費税増税に

伴う輸送運賃の増加でありますとか、それまで年度

途中まで把握していた輸送実績の増等を踏まえて、

実績が伸びるものというふうに考えていたわけでご

ざいますけれども、事業者から最終年度の最終で出

てきた事業実績が減となっていたものですから、不

用額が出たというところでございます。

○島尻忠明委員 ありがとうございます。

しっかりと、ほかの委員からもいろんなこの件に

ついては離島の問題、質疑がありましたので、その

予算関係でお聞きしました。

それでは次にですね、10年目を今度迎える過疎地

域自立促進特別措置法があってですね、これにいろ

いろとまた過疎法の目的とかありますけど、皆様方

にお聞きしたいんですけど、この特別措置法が果た

してきた役割、そしてこの約10年間でこの措置法が

果たしている役割についての皆さんの考え方、そし

てどういうふうにこれからそれを基にして取り組ん

でいくのかをお聞かせください。

○森田賢地域・離島課長 過疎対策法につきまして

は、昭和45年から議員立法によりまして制定されて

きた時限的な特別措置法でございまして、これまで

に４つの法律が制定されてきているところでござい

ます。現行の過疎地域自立促進特別措置法につきま

しては、人口の著しい減少に伴って活力が低下して

いる地域について、必要な特別措置を講ずることに

より自立促進を図ることを目的という形で、法律の

制定があったところでございます。これにつきまし

て、本県においても、過疎地域におきましては、小

中学校や市町村道の整備といったハード事業、そし

て診療所の運営や地場産業の振興の補助などのソフ

ト事業までですね、様々な事業に活動がなされてき

たものというふうに考えております。今後につきま

しても、この過疎法、そして過疎法に基づく過疎債

というものは極めて財政上有利な制度というふうに

なっておりますので、引き続き継続を求めていきた

いと、このように考えております。

○島尻忠明委員 この措置法に対しては、皆さんは
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しっかりと評価をしているということで認識してよ

ろしいですか。

○宮城力企画部長 過疎債を活用して、いろいろな

社会基盤の整備も進んだと考えております。この法

律について、引き続き適用を受けるべきだというふ

うに考えているところです。

○島尻忠明委員 部長、この辺は大事ですよ。これ

は皆さんもお分かりの、これ議員立法でできていま

すので、しっかりとやはり受ける側というか、皆さ

んも評価していなければですね、やはりなかなか厳

しい問題というふうに思っております。先ほど答弁

でありましたように、過去４回、緊急措置法、振興

特別措置法、活性化特例措置法、今回の自立促進と

いうふうに、いろいろと名称を変えておりますが、

しっかりと対応をしていっておるというふうに思っ

ております。そこでですね、皆さんはこの延長をす

るに当たって、これまでどのような行動を取ってき

たのかお聞かせください。

○森田賢地域・離島課長 これまでの取組というと

ころでございますけれども、昨年度から、過疎団体

の中で、とりわけ10年目を迎えるに当たって、人口

減少が緩やかだ等の理由で過疎地域から外れそうだ

という市町村と連携いたしまして、研究会という形

で様々な勉強会、そして勉強会に基づく要請活動と

いうものも昨年度も行ってきたところでございます。

そして、今年度も、３月に国政与党のほうから新過

疎法に係る素案というものが示されたことも踏まえ

まして、７月末に知事そして過疎市町村で構成され

ます過疎協議会と連携いたしまして、国政与党の関

係要路のほうに要請活動を行ってきたところでござ

います。

以上でございます。

○島尻忠明委員 我々、先般、自民党の県議会で東

京のほうに行きまして、菅総理、加藤官房長官にも

この件についてもしっかりと要請をいたしたところ

でありますけど、ただ、厳しいところもあるという

ふうに聞かされております。その中で、離島振興法

というのが昭和25年ですか、７月22日のその法もあ

りまして、いろんな話があるんですけど、それはこ

の離島振興法は、我が沖縄、奄美、小笠原は入って

おりません。しかし、いろんな振興法も、沖縄振興

新法もありますし、いろんな絡みで厳しいところが

ある中でありましたが、先ほど皆さんからの説明が

ほかの委員にありました、知事と座間味の宮里村長

と―どなただったかな、上京をして要請をしたとい

うことでありましたが、その中身が分かればお答え

いただきたいと思います。

○森田賢地域・離島課長 要請活動の内容でござい

ますけれども、まず沖縄県については、これまで過

疎法の適用が10年遅れてきたであるとか、過疎法に

ついて、人口減少率というところがポイントになろ

うかと思いますけども、それが緩やかではある一方

で、財政力指数が乏しいというような離島の事情も

含めて、一定の御理解を得られたものというふうに

考えております。一方で、過疎法については全国法

でございますので、今後、沖縄の事情、そして財政

力、先ほど申し上げましたけども、そういった事情

の範囲には一定の理屈が必要であるというふうな御

意見も賜ったところでございます。

○島尻忠明委員 確かにいろんな要求がありますけ

ど、人口要件あるいは財政力要件とか、大きな２つ

の柱があるわけですよね。しかし、皆さん御案内の

とおり、要請はしたものの、昨日来、新聞報道に大

変厳しいということが報道されております。この件

についてはいかが感じていらっしゃいますか。

○宮城力企画部長 過疎法については全国制度で、

先般、県それから過疎協議会で上京した際も、先ほ

ど答弁ありましたように、沖縄が確かにその財政基

盤が非常に脆弱な団体、離島町村が多いと。それか

ら、高齢者の割合もある一定の階層で非常に少ない、

よって高齢者比率が高くないという沖縄の特殊事情

は分かるんだけれども、これは全国制度として、他

の地域にも説明がし得る理屈が必要だということで、

いろいろ御意見をいただいております。県としては、

厳しい状況ではありますけれども、これらの特殊事

情を、また改めて、この要件が固まる前に要請して

いきたいというふうに考えているところです。

○島尻忠明委員 皆さんの答弁で全国的な問題と言

いますけど、やはり沖縄は10年間遅れてこの措置法

も適用されております。その中でいろんな、我々県

として要請がある中でも、やはり沖縄のいろんな諸

般の事情の話をして、しっかり取り組んでおります。

今、部長の答弁では全国的な取組でありますから、

やっぱり厳しいときには諦めてもいいような答弁で

すけど、いいんですか。

○宮城力企画部長 諦めているわけではなくてです

ね、沖縄の特殊事情について宿題をいただいたので、

沖縄の特殊事情について、また改めて要件が固まる

前に丁寧に御説明に行くというスタンスでございま

す。

○島尻忠明委員 先般の知事と座間味の村長さんが

上京したときには、どなたか職員が同行されてその

お話の内容まで熟知しているのかどうか、お聞きい

たします。
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○森田賢地域・離島課長 先日、知事と企画部の統

括監と、そして私も同行をしているところでござい

ます。内容は当然、熟知した上で、知事そして座間

味村長とも連携いたしまして、きちんと沖縄の思い

というのをお伝えさせていただいたところでござい

ます。

○島尻忠明委員 僕はちょっと違うと思うんですよ

ね。これ議員立法ですので、やはり最初は知事、政

治家がしっかりと交渉をしないといけないと思って

いますけど。本当に自信を持って熟知していると、

そしてこれは必ず決着がつけられると、事務方とし

て認識していますか。これ大事なことですよ。

○森田賢地域・離島課長 一緒にその場に帯同して

おりまして、きちんと内容については熟知している

ものというふうに考えております。

○島尻忠明委員 じゃあどうですか、厳しいことは

言われませんでしたか。

○森田賢地域・離島課長 先ほども答弁させていた

だいたところでありますけれども、沖縄の過疎法の

適用の状況でありますとか、財政力についての御理

解を賜ったものというふうに考えておりますけれど

も、全国法ということも併せておっしゃられたとい

う状況でございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員から国に理解を得られ

たのであれば、なぜ、昨今の報道にあるよ

うに厳しい見通しが示されているのかとの

指摘があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 やはり最終的にどういうふうに知

事サイドから、いろんな働きかけをしながら、やっ

ぱり最初は知事本人が行って、いろんな形で最後は

決着をつけなければいけないと思っておりますが、

皆さんはどう思いますか。

○宮城力企画部長 ７月にも―コロナがちょっと落

ち着いた頃でしたので、知事それから過疎協の座間

味村長御一緒に要請を行いました。来る11月あるい

は12月、どの日程になるのか今調整中ですが、でき

るだけ知事をと考えております。ただし、他の日程

もございます。できる限り知事で対応をしたいとい

うふうには考えているところです。

○島尻忠明委員 これ、他の日程を優先したら、こ

れはままならないと思いますけど、いかがですか。

○宮城力企画部長 まだ具体的な要請の日程が固

まっておりませんので、今後、調整していきたいと

いうふうに考えております。

○島尻忠明委員 やはりですね、知事も離島が一丁

目一番だということでありますし、私もまたこの過

疎法をしっかりと対応していかなければならないと

いう思いであります。ですから、やはり最終的には

知事自らが―議員立法でもありますから、しっかり

と上京をして説明していかなければいけないという、

思いは一つです。ただ、やはりこれ以上はやっぱり

知事がどのような行動を起こして、どういうふうに

向こうにしっかりと誠意を伝えるのか、その辺の話

もですね、やはり私は知事本人から聞くべきだと思

いますので、ぜひ知事に対して要調査事項でこの件

について、これまでの経緯と、そしてこれからどの

ような取組をするのか、大事なことでありますから

ね、これ10年間のスパンの一つですから。

ぜひそれを要求いたしたいと思います。

○又吉清義委員長 ただいま島尻委員から提起のあ

りました要調査事項の取扱いについては、本日の委

員会の質疑終了後において協議いたします。

○島尻忠明委員 これは自民党の過疎化対策特別委

員会の素案でありますが、いろんなことが書かれて

おります。その中でですね、現行の中でも、これは

夏頃までに素案をというのがありましたが、ちょっ

と遅れているようではあるんですけど、皆さんさっ

き答弁ありましたように、７月に知事と座間味の村

長―協議会の会長ですか、上京をしていろんなこと

を聞いております。いま一度聞きますけど、この新

聞報道を見て―もう一度聞きますよ、この感触とい

うのがやっぱりしっかりとあったということの認識

を、最後に一言だけ聞かせてください、感触。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員から国への要請の感触

と今般の報道内容に対する受け止め方を聞

きたいとの補足があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 沖縄の財政基盤が脆弱であると

いうことを申し上げたわけです。確かに、沖縄の特

殊事情は分かるんだけれども、全国制度ということ

もあるからというお話が７月にされたと。そういう

ことも踏まえて、今回記事が出たと思っています。

まだ固まっていない段階で、また改めて沖縄の置か

れた事情を―先ほど委員がおっしゃった、10年適用

が遅れたというような事情もございます。このあた

りも、また改めて説明に行くというところでござい

ます。

○島尻忠明委員 しっかりとこれは取り組んで一緒

にいかなければいけないと思いますが、先ほど残念
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だったのは、部長のほうで、これ市町村が主体です

という話を聞いて、ちょっとがっかりしましたね。

だったら皆さん最初から要請に行かなければいいん

ですよ。この辺はやはり離島に対する思いというの

は、私は、ちょっと今日は残念でたまりませんけど、

いかがですか。

○宮城力企画部長 先ほど申し上げたのは、予算決

算の範囲内ではということで申し上げたところで、

過疎法にあっては、沖縄県は全然関係ないというこ

とではなくてですね、あくまでも予算決算の範囲内

でのお話として申し上げたところです。

○島尻忠明委員 これですね、部長、もしこれが適

用ならなければ、いろんな―皆さんが言っている道

路状況、診療所とかいろんな財源、県は出さないと

いかなくなるわけですよ、離島の財政基盤が弱いと

ころで。そういうところまで来るわけですよ。脆弱

な、厳しい財政状況の中では。そこまで考えている

のは、県の考え方じゃないですか。しっかりとこの

過疎債とか、いろんな問題でカバーしてあげなけれ

ば、結局は県のほうでもしっかりと支えないといけ

なくなるわけですよ。その措置法があって、その中

でカバーをしているわけですから、その辺も大きな

考えでしっかりと取り組んでいただきたいと思いま

すが、いかがですか。

○宮城力企画部長 今、まずは現行の過疎市町村が

ですね、引き続き過疎市町村に適用を受けるように

取り組むことがまず一番というふうに考えていると

ころでございます。

○島尻忠明委員 ですから、ここが全部、対象が除

外されなきゃいいんですけど、また対象外というの

が出てくる場合に、やはり県としてもしっかり対応

をしてあげなければいけないわけですから、その辺

も含めて、私は対応していただきたいなというふう

に思っています。県の対応が、ちょっと私は一丁目

一番が一丁目五番ぐらいになったんじゃないかなと

思いますけど、いかがですか。

○宮城力企画部長 今の素案といいますか、基本的

な考え方の中で、仮に過疎市町村から適用除外を受

けた場合であっても、経過措置が講ぜられるという

こととなっております。この経過措置が受けられな

くなった後ですね、どのような対応が取り得るのか

というところは、今後の検討課題として考えている

ところです。

○島尻忠明委員 確かにここには経過措置もあると

いうんですけど、今はしっかりとそれを、今までの

従来のものを維持するということですから、そんな

ことを言ったら僕はおかしいと思いますよ。しっか

りと今、それに取り組むので一緒に頑張ってくださ

いでいいんですよ、我々も頑張りますから。そうい

う答弁をしてくれればありがたいですけど。

○宮城力企画部長 それは先ほどですね、申し上げ

たところで、現行の市町村が引き続き適用を受けら

れるように取り組んでいきたいというところが、ま

ず一番でございます。

○島尻忠明委員 時間ないからあれですけど、さっ

きのように予算決算が云々としっかり関わりがある

わけですから、その辺は一緒になって頑張っていっ

てくださいという意味ですよ。言っている意味分か

りますね。よろしくお願いします。

以上です。

○又吉清義委員長 仲村家治委員。

○仲村家治委員 私もですね、全部離島関係の質疑

をしようと思ったんですけども、朝からずっと離島

関係、全く私が聞きたいことを聞かれた委員が多く

てですね、ネタがなくなってどうしようかなと思っ

ているときに、島尻委員が離島、過疎法の話をした

んですけども、これを質問する前にぜひお話しした

いのはですね、この過疎法は議員立法で自民党のそ

の委員会でやられるんですけれども、いろんな情報

が入ってきてですね。オールジャパンの法律の中で、

どうやったら沖縄の―この過疎法の新法をつくると

きの人口が増えたりって、いろんな項目があって、

何で沖縄の離島が厳しくなっているかというと、伸

びてきているんですよ。成長しているという証拠な

んですよ。マイナスな考えではないんですけども、

ただ、他府県の離島は大変厳しくなっているところ

があるということで、そういう差をつけていこうと

いうのが今の考え方にあるので、大変厳しい状況に

置かれているという情報は入っています。ただ、簡

単に再交付というか、再度やるというのは大変厳し

いということだけは離島関係の職員の皆さん―これ

は死に物狂いでやらないとはじかれる可能性がある

ということを島尻委員が言っていますので、ぜひ厳

しい状況の中で―逆に他府県の方たちは沖振法に対

して沖縄はいいなと言っているんですよ。だからこ

れは逆なんですよ、今は。私たちが何でこの過疎法

の適用受けないといけないか、どうやって理論武装

をしていくかということを、今、試されているとい

うことだけは肝に銘じておかないと、簡単に考えた

らすぐ蹴られますよ。まさしくそのぐらいの瀬戸際

にいるということを知事本人も自覚していただかな

いと、大変な事態になることだけは―私、自民党の

者ですからそういった情報を受けているので、これ

はもう全員同じ認識でおりますので、私たちも一生
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懸命やります。だけど、知事を先頭にやらないとい

けないということだけは今、島尻委員は言っている

ので、ぜひ御理解していただかないといけません。

それでは質疑に入ります。まず、32ページの沖縄

離島住民等交通コスト負担軽減事業に関して、ほか

の委員からもありましたけども、大変いい実績を上

げているなと。また、離島の皆様にとっても大変い

い事業だなと思っています。また、継続を考えてい

るという発言もありましたので、ぜひそれも併せて

お願いをしたいなと思っていますけども、実は、こ

の事業を受けられるのは、離島に住民票がある方だ

けでしょうか。

○金城康司交通政策課長 当該事業の対象者となる

のは、離島に住所を有する方のみでございます。失

礼しました。それプラスですね、小規模離島につい

ては―小規模、割と小さな島々ですね、例えば多良

間とかですね、大東とかの小さな島々については、

交流人口ということで住民票を持っている方以外も

対象となります。

○仲村家治委員 たまに久米島とか行くんですけど、

久米島は那覇にあまりにも近いもんですからなかな

か―要は、久米島にいるおじいちゃん、おばあちゃ

んとか、お父さん、お母さんになかなか島に帰らな

いで逆に那覇に来てもらってという感じのことをし

ている。一つの課題がこれなんですよ。久米島に住

んでいる方はこの減額を受けられるけど、那覇から

実家に戻ろうとする子供たち、孫たちは、正規の値

段で行く。でもね、僕、これは、先ほど部長かな、

ほかの事業で対話、交流が必要だというお話しした

んですけど、離島の出身者が島に帰るということも、

これは一つの親戚の交流とかになると思うんですよ。

だから、この事業じゃなくて、例えば、里帰り事業

とかでですね、帰省事業とか、あと旧盆もあります、

正月もありますけど、大体そういう形で里帰りする

という。無条件にやったらまずいと思うんですけれ

ども、何らかの形で自分の本籍地は宮古島にあるの

で、里帰りしたい、帰省したいという方に関して、

年１回とかですね、同じような補助事業で島出身の

方が定期的に島に帰る。特に宮古島は、旧十六日は

必ずと言っていいほど帰るんですよね。帰れない方

はミーグスク行って、宮古のほうにやって手を合わ

せているという、こういう話があって、帰りたくて

も帰れない方がいるんですよ。経済的にも仕事も休

めないからってあるんですけども。例えば部長、こ

ういう帰省するとか、そういうふるさとに渡るとか、

孫たちを連れて自分の先祖のお墓に手を合わすとか

という、こういった事業を考える一つの時期に来て

いると思うんですけど、どうでしょうか。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

先ほど久米島のちょっとお話があったかと思うん

ですけれども、小規模離島以外に久米島のみは通常

航空運賃であればほかの島々は４割減なんですけれ

ども、久米島のみ２割減ということで、一応、助成

制度があります。これは島に住所がある者のみなら

ず、交流人口ということで例えば観光客、それから

あと島出身者も含む方々については２割の補助があ

ります。今、それ以外の例えば宮古の今お話しがあっ

たんですけれども、今ですね、当該事業を拡充する

要望、意見があるということはこちらも承知してお

ります。県としましても、この沖縄離島住民等交通

コスト負担軽減事業をまず安定的に、継続的に実施

することは重要であると考えております。そういっ

た状況を踏まえまして、必要となる予算規模等も勘

案しつつ、現在取り組んでいる沖縄21世紀ビジョン

基本計画の総点検の結果ですとか、新沖縄発展戦略

を踏まえて慎重に検討をしてまいりたいと考えてお

ります。

○仲村家治委員 長々とお話をしたんですけども、

そういう事業を改めて新規事業として、里帰り事業

という形で離島出身者だけでいいですよ、そういう

事業を来年度に向けてやる気持ちはありますか。

○宮城力企画部長 事業を仮に仕込むとしてですね、

どの範囲までを出身者として捉まえるか。島から出

て那覇にいて、那覇でまた家族ができて、孫ができ

て、またその広がっていくと思うんですけど、どこ

までを捉えるかというところでまず難しい部分もあ

るかと思います。郷友会もぜひこの対象にしていた

だきたいという声は前から多々聞いておりますけれ

ども、同じような理由で対象市町村がどこまでをこ

の島の出身者として捉え切れるかという部分も、こ

れは技術的な部分でなかなか難しい部分があるとこ

ろでございます。

○仲村家治委員 この辺は、各島の市町村の皆さん

とまた相談して、そういう島出身者のほうで帰れる

ような何か、これを各市町村に任せてですね、この

人たちを認定しますという方を選考してもらって、

それで申請するとかいろいろやり方があると思うの

で、確かに部長がおっしゃるみたいにどこまでかと

いうのは難しい点はあるんですけども、一番大切な

のは出身者の方が、ふるさとのこういう島に帰って

きていろんな行事に携わることによって、那覇育ち

の子供たち、孫たちが、自分の島は、宮古なら宮古

のすばらしいところがあるんだなということをやれ

ば、ずっとふるさとになるんですよ。もう那覇育ち、
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生まれ育ちの人は、逆に言ったら、宮古の出身じゃ

なく那覇出身だという方もいるし、これはほかの離

島も一緒なんですよね。だから、そういう島を大切

にする心をですね、県民にもつくっていかないと、

やっぱり離島は人が交流することによって大切な伝

統文化もやるというのがありますから、ぜひ、難し

い話をしているわけじゃなくて、離島の伝統文化を

また皆さんが喜ぶ事業をぜひやってほしいとお願い

をしているんですけど、どうでしょうか。

○金城康司交通政策課長 この沖縄離島住民等交通

コスト負担軽減事業なんですけれども、予算、決算

額でも今、年間約26億円というふうな額で持ってい

まして、毎年大体利用者が増えることによって―非

常にいいことなんですけれども、予算額が今は増加

している状況であります。そういった状況も予算規

模も踏まえつつ、市町村のほうともちょっと意見交

換をしていきたいと考えております。

○仲村家治委員 ぜひ、次年度以降、この事業がで

きることを私は楽しみにしておりますので、よろし

くお願いします。

次にですね、36ページの離島力の向上のほうです

が、先ほどほかの委員の報告にもありましたけども、

大変いい事業だと思っているんですけど、ただ、多

分このコロナの関係で、この事業も募集してもなか

なか手を挙げないかもしれないことが出てきている

と思うんですけども、逆に、ウィズコロナという形

で、例えば数を減らして、行かれる方を逆にＰＣＲ

検査をして行かすという考え方もあるのかなと思う

んですけども、いかがでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 今のは離島観光・交流促

進事業についてかと思っておりますけれども、コロ

ナウイルス対策といたしまして、感染拡大防止を念

頭に適切にガイドラインの作成をしまして、何かあっ

ても対処できるようにしている点でありますとか、

当然適宜の消毒対応とか、各離島のコーディネー

ター、そして委託事業者にもコロナウイルス対策を

万全にというようなところで今、現状、手を講じて

いるところでございます。また、先ほどいただいた

御意見については予算等の関係もございますのでで

すね、今は、少なくともコロナウイルス感染対策と

しては、先ほどの例で行っているというふうな状況

でございます。

○仲村家治委員 分かりました。

ぜひいい事業ですので、継続してよろしくお願い

します。

すみません、ちょっと間違ったな。34ページだな、

離島力の向上の部分ですね。これもですね、各委員

から質問がありましたけども、実は私の祖父が1961か

２年のときに粟国村の村長から感謝状をいただいた

経緯がありまして、実は、粟国村の船を購入すると

きにちょっとうちの祖父がお手伝いをした経緯があ

りまして、ぜひこのね、やっぱり離島の航路は大変

重要ですので、県も離島の皆さんとまた調整しなが

ら継続してやっていただきたいなと思いますけど、

部長のほうからその辺の熱意をお聞かせください。

○金城康司交通政策課長 粟国航路は、今年更新し

て離島航路安定化支援事業を活用いたしました。そ

の他の航路についても、今、計画に上げられてまだ

未実施の航路が４航路ありますので、この４航路も

引き続き実施することによって、離島住民の定住性

の確保に努めたいと考えております。

○仲村家治委員 ぜひですね、離島の人の足、また

航路も空路もですね、ぜひ継続して県のほうでしっ

かりと予算を立てていただきたいなと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 ちょっと監査のほうに、１つだけ

確認をしたいというふうに思っています。

決算委員会の中でも質疑が複数名からありました

けども、万国津梁会議の概算払いの件とかもろもろ

ありましたけれども、やはり我々の質問に答えられ

る限界というものがあるのかなというふうにも感じ

ましたけども、手続のところだけちょっと確認をし

たいと思います。まず５月24日に万国津梁会議契約

をして、６月10日、８月６日、９月４日に720万円ず

つ３回にわたって支払われたと。そして、一般質問

やいろいろな議論の中では何も問題がない。そして、

事業も問題なく行われたというふうな内容でしたけ

ど、その後３月31日に精算額、要は150万円相当のも

のを返還しなさいというものが、県から事業受託者

に出されて、５月21日には返納がなされているんで

すけど、ここで何が確認したいかというと、３月31日

に精算額と返納額が確定したわけですよね、３月31日

に。なのに、５月20日にしか返済の通知が出されて

いないわけですよ。これは何か手続上に問題はない

ですか。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 今委員からござい

ましたとおり、３月31日に額の確定をして、それか

ら―すみません、ちょっと細かい今資料を持ってお

りませんので正確なお答えはできませんが、150万円

の返納が確定したということは確認をしております。

その返納の通知等については、ちょっと今お答えで

きる資料を持ち合わせておりません。すみません。

今回の事案につきましては、細かい何ていいます
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か、手元に記録がございませんので申し上げられな

いんですけれども、一般的に出納整理期間において

整理をするということはあると思います。

○花城大輔委員 この辺について、もし規約等何か

あるんであれば、できれば資料提供をしていただき

たいなと思っています。

そして、あと１点だけ確認をしたいのがですね、

出納事務局会計課からの資料によると、このように

一度支払ったものを返金させる案件が66件あります。

この66件の中でですね、最短で返済の通知を出した

のが何日なのか。そして、今回50日でしたけど、先

ほどの質問では。最長で通知を出したのが何日なの

か。これもですね、併せて資料を出していただきた

いなというふうに思っています。この資料はですね、

委員長、この件についても私、第三者、これを監査

する立場であっても非常に答弁が難しいということ

が実際に決算委員会を通して分かりましたので、こ

の辺の事のあらましについてもですね、知事に直接

確認をしたいというふうに思っております。なので、

要調査事項として提起をさせていただきますので、

お取り計らいをお願いします。

実は、この件についてはですね、決算委員会の中

でも個人のミスとか管理不足という意味ではなくて、

組織的な関与があったんじゃないかと。例えば、上

司からの指導を受けてこのようなやり方をやったん

じゃないかということもお話ししましたけれども、

その辺が監査や会計者のところからは答弁をもらえ

るはずもなく、本人にさせていただきたいというこ

となんですね。なので、これは今まで一般質問の中

や各会議の中でも答弁はありましたけれども、一連

の疑惑の開始から続く全ての疑惑が、何ら解消され

ていないということに併せて、今回決算の中でしっ

かりと後始末をつけたいなというふうに思っており

ます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、又吉委員長から、ただいまの万

国津梁会議に係る内容については総務企画

委員会の審査の範囲を超えているため、要

調査事項としては取り扱えない旨の説明が

あった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 大変お騒がせしました。監査の方

も大変失礼いたしました。

では、次の質問に移りたいと思います。主要施策

の報告書の中の18ページですね。バスなんですけど

も、これは数年、私が議員になってからよくバスに

乗るようになって、この予算が何に使われているの

かということを実際に見えることが楽しくてですね、

注目しておりましたけども、最近どの方向に向かっ

ているのかがちょっと分からなくなってしまいまし

た。例えば、全てのバス停留所に屋根つきのものを

造ろうとかですね、そういうふうに何かが決まって、

それを手がけているんでしたら分かりやすいとは思

うんですけども、例えば、比嘉西原―ライカムのと

ころのバス停ですね。向こうはもう冷たいミストが

上から降ってくるとか、電光の掲示板がついていた

りとか、反対側の比嘉西原のところは何もないとか

ですね、非常にこの予算のかけ方とか、どうなって

いるのかなというのが疑問になっています。その辺、

年間ですね、今年度は何をやるのとか、ここまで仕

上げていこうとか、どのような計画の下でやられて

いるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

○金城康司交通政策課長 今、バス停のお話だと思

うんですけれども、まずですね、路線バス事業者が、

バス停留所に事業所及び停留所の名称や運行系統、

発車時刻などの情報を掲示する義務があることから、

バス停標識は基本的にバス事業所により設置されて

いるものであります。一方、県では、国道58号を中

心とする那覇市から沖縄市までの基幹区間に定時速

達性が高く、高頻度で運行する基幹バスシステムの

導入を目指し、公共交通利用改善事業として、バス

の利用改善、環境改善に向けた様々な施策に取り組

んでまいります。バス停留所についても、基幹バス

導入に向けて、平成26年度から大きく見やすい時刻

表を提示するバス停標識や、バス待ち環境を改善さ

せる上屋の設置について、沖縄県バス協会に対し補

助を実施しております。令和元年度までに、バス停

上屋19か所を含む57か所について設置を完了したと

ころであり、埋設物等の支障物件によりバス停を設

置できない箇所を除く、全ての箇所において令和３年

度までに設置を完了する見込みとなっております。

○花城大輔委員 今、答弁にあった57か所の改良に

係る予算が幾らかかったのか。そして、先ほど話し

た比嘉西原だけの予算は幾らかかったのか、ちょっ

と今分かりますか。

○金城康司交通政策課長 今ですね、57か所につい

て完了したというお話ししたんですけれども、これ

はもともと設置されたバス停もありまして、実際、

この事業につきましてはバス協会等に補助しており

ますので、今、ちょっと手元に実際どれぐらいかかっ

ているか数字がありませんので。すみません、これ

は数字の精査が必要ですので、今ちょっとお話しす

ることができないんですけれども、比嘉西原は、こ
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れは国の総合事務局のほうで行っている事業ですの

で、そこについては金額的にも我々も把握しており

ません。

○花城大輔委員 それと、バスの減少傾向には歯止

めがかかったというふうに書かれています。これは、

どのようなことが減少傾向に歯止めをかけることが

できたのかということが１つと、もう一つ、最近や

はりこのコロナ禍の中でバスを遠慮する人も増えて

いるというふうに、私の仲間内では聞こえています。

この辺について、今後の対策等があれば聞かせてい

ただきたいと思います。

○金城康司交通政策課長 今、バス利用者の下げ止

まりの傾向に関する理由ということなんですけれど

も、主に県のほうも、利用環境改善ということで、

ノンステップバスをこれまで218台導入しております

し、バスやモノレールにもＩＣ乗車券が導入されて

おります。それから、バス停標識の整備ですとか多

言語の車内案内表示器の導入等に取り組みつつ、バ

スレーンの延長も行いつつ、わった～バス党による

車から公共交通機関への移動手段の移管についても

取り組んだ結果、現在、バス利用者については下げ

止まりの傾向が続いているというふうに理解してお

ります。コロナについてなんですけれども、新型コ

ロナウイルスの影響に伴う路線バス事業の減少につ

いては、まず本県に限らず全国的に深刻な状況となっ

ていることから、県としては全国共通の課題として

国に対して必要な支援を求めたところであります。

これは知事会等も通して、公共交通機関の維持確保

に必要な予算の確保についてということで、これま

でも要望しております。

○花城大輔委員 いろいろとこの利便性の向上とい

う観点から工夫がなされているとは思うんですけど

も、私は一番バスに乗るときに思うのは、最大の利

便性というのは何かというと、非常に簡単だと思っ

ているのは、時間どおりにバスが来るか来ないかだ

と思っているんですよ。例えば、県庁北口で北向き

に待っているときに、バスターミナルから１駅しか

離れていないのに、時間どおりに来ないんですよ。

10分ぐらい遅れることもありますよ。なので、その

辺も併せてですね、もう一回、今のこの時間のもの

をつくるときの交通量と今の交通量がどうなってい

るかは分かりませんけども、本当にバスに乗る人の

一番の問題はそこだと思っています。特に暑いとき

や寒いとき、雨のとき、一秒でも待ちたくないとい

うときがありますから、まずこの辺を、ぜひ根本的

なところから見直していただければなというふうに

思っております。

終わります。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 もう、大変お疲れのところすみま

せん。最後でございますので、よろしくお願いしま

す。

まず最初に、部長ですね、先ほどうちの島尻忠明

委員からも指摘がありましたけれども、歳入歳出の

決算の中でですね、不用額の件がありました。予算

額に対する支出済額の割合、いわゆる執行率が

82.6％、そして、繰越額も率にして14.3％。これは、

そのことについては私ももうちょっと努力義務があ

るということを御指摘しておきたいと思います。決

算、監査は予算がしっかり執行されているかどうか

ということが問われます。私たちも、そういったこ

とに気をつけながら頑張っているわけですが、昨日

もお願いしたとおりですね、行政がやるべきことは

行政サービスをしっかりやる。そのためには、決め

られた予算をしっかりと執行することが行政サービ

スにつながっていくというふうに考えていますので、

よろしくお願いします。

主要施策の17ページ、鉄軌道を含む新たな交通シ

ステムについて質問いたします。まず最初に、費用

対効果等を含めて、交通ネットワーク等の構築に向

けて検討しているということでありますけれども、

具体的な内容について伺います。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 お答えし

ます。

県のほうでは、沖縄県総合交通体系基本計画に基

づきまして、那覇と名護ですね、交流拠点である那

覇とまた各圏域、宮古、石垣、北部の名護を含めて

ですが、そういった圏域拠点を１時間で移動させる

ような圏域構造を構築するということを目標に掲げ

て、利便性の高い公共交通ネットワークの構築に向

けて取り組んでいるところです。その中で、那覇と

名護を１時間で結ぶ鉄軌道の導入ということで、こ

れまで取組を進めてきたというところでございます。

昨年度におきましては、そういった検討、これまで

国から示されていた課題について、鉄軌道につきま

しては費用便益比について検討を行ってきた結果、

ケースによっては１を超えることを確認したという

ところでございます。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 一般質問でも部長にお願いをいた

しましたけれども、国と県との費用対効果の検証の

仕方が、何か基準が全然違うという感じを受けてい

ます。ですから、国は0.78、１を切っているわけで

すね。ですから、県の査定の仕方と若干違いますの



－272－

で、そこのところはしっかりとやっていただきたい

なと。私もですね、鉄軌道に対して反対しているわ

けではない。ただ、一般質問の中で部長にお伺いし

たのは、鉄軌道を交渉しながらも、南北を縦断する

鉄軌道を走らせることも大いに結構だけれども、今

現在の交通体系もしっかりこの現状を把握する必要

があるんじゃないかということで、第２高速道路の

件を質問いたしましたけれども、そのことについて

部長、答弁をお願いできますか。

○宮城力企画部長 道路については、道路網の整備

も必要だというふうに考えております。今現在、３本

の南北軸に東西に連結するハシゴ道路ネットワーク

の整備が進められております。今後、必要に応じて

道路網の拡充がなされていくものと考えております。

企画部としましては、先ほど来、話が出ております

基幹バスシステム、これの支線―フィーダーまで含

めた構築を進めていきたいというふうに考えている

ところでございます。

○仲田弘毅委員 南部の名嘉地から名護まで、今現

在の沖縄自動車道が果たしてきた貢献度というのは

大変大きいものがあると思うんですね。ただ、残念

ながらですね、沖縄県の第２、第３の都市である沖

縄市、うるま市、特に東海岸、中城湾港を含めてで

すね、物流の拠点でありながら沖縄北の自動車道か

らＩＴ津梁パークを含めてですね、貿易特区まで相

当の時間がかかる。そういったロスをどうするかと

いうことで、今中部は一生懸命考えているわけです

けども、そのことについて部長、どういうふうに考

えていますか。

○宮城力企画部長 今現在の高速道路、沖縄北から

の道路整備ですね、この辺りについては、土木部の

ほうといろいろ意見交換をしたいと思います。そう

いう御意見があったということも含めてです。

○仲田弘毅委員 沖縄北はですね、高速道路の中で

も大変料金所から県道までの距離が短くて、一番の

渋滞地域なんです。そこを物流の大型トラックが中

城湾港まで向かうというのは、大変至難の業なんで

すね。ですから、この東海岸沿いから国道329を利用

して、土地の用地買収をなくしてでも、国道の上に

架橋を造って高速を走らせていただきたいと、こう

いった要望もあることを、ぜひ部長は御理解してい

ただきたいなと思います。

次の質問に移ります。19ページ、那覇空港の整備

推進事業についてでありますが、第２滑走路が今年

の３月26日に供用開始されました。事業期間が平成

25年からまだこの事業が続いているわけですけれど

も、この内容は、いつまでこの事業は続くんですか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲田委員から来年度も継続して

予算が計上されているが、その事業内容と

あと何年計画が予定されているのかを聞き

たいとの補足があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

大嶺寛交通政策課副参事。

○大嶺寛交通政策課副参事 この那覇空港整備促進

事業につきましては、那覇空港における空港機能強

化に係る国の整備計画に対しまして、国と連携、協

力して、着実に空港機能の強化が図れるようにこの

側方を支援することや、さらなる航空需要の拡大が

見込まれる将来の空港の在り方について、エリアの

拡張、空港機能の拡充に係る課題の整理、調査、検

討などを推進する事業として計上しております。ま

た、滑走路増設事業の周辺整備としまして実施して

おります―那覇市が事業主体になっているんですけ

ども、船だまり整備事業に対して支援することを目

的としておりまして、具体的には、那覇空港の機能

拡張に向けた要請活動等、そういったものとか、空

港機能拡張に係る調査、那覇市が事業主体となって

整備する船だまり整備事業の補助、こういったもの

を実施しているところでございます。

○仲田弘毅委員 これだけ立派な第２滑走路もでき

て、今後、大きな運営、すばらしい活動が期待され

ているわけですが、その新滑走路も完成して、運営

の中身が今後大きな課題だと思います。その課題の

中でですね、私どものほうに要請陳情で来られた方

々の御意見をまとめますと、今現在、沖縄県の那覇

空港と路線を組んでいる箇所が40か所の路線がある

というふうに言われておりますけれども、その40か

所、空港が完成してですね、３月26日以降、新型コ

ロナで相当ダメージを受けてその成果がまだはっき

り出てこないわけですが、これが両滑走路完成して

フル活動いたしますと、大体離発着は年間どれぐら

いになるというふうに企画部では考えていらっしゃ

いますか。

○大嶺寛交通政策課副参事 県が実施しました需要

予測結果によりますと―令和元年度に実施したんで

すけども、この需要予測の結果は、これまでの那覇

空港での実績を踏まえた経年変化モデルで、これま

での実績の伸び率等を参考にして数字を出したとこ

ろ、2030年頃には約3000万人の方たちが利用するだ

ろうということで、そのときの発着回数は約21万回。

さらにそれを超えていくと、2050年頃までは想定し

たんですけども、約3300万人、発着回数だと23万回

というふうな数字になってございます。
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○仲田弘毅委員 これは観光、商工労働部とも関連

してくると思うんですが、今現在、那覇空港と路線

を組んでいる会社がですね、もうこれ以上機材を増

やすことができないというふうな報告があったとい

うことも聞いておりますけれども、企画部の担当と

してはそういった情報も入っていらっしゃいますで

しょうか。

○大嶺寛交通政策課副参事 現時点ではそのような

情報は伺っていないんですけども、第２滑走路が供

用開始しまして、今後、需要が伸びていくだろうと

いうふうな予測はされていますが、現在は、特に駐

機場が足りていないとかということではなくて、徐

々に徐々に増えていく中でそういうふうなことも考

えられますが、これにつきましては、国とも連携し

まして、スポットを整備していくというふうなター

ミナル整備計画の中で、今後、対応をしていくとい

うふうなことでございます。

○仲田弘毅委員 コロナ禍で、観光業界含めて航空

会社もですね、大変な正念場だというふうに思って

います。ようやくハワイが14日間の規制を解いて、

10月１日から国対国の観光団、あるいはビジネスを

含めて緩和に動くということでありますが、これは

先が読めないような状況ですので、県は県としてあ

らゆることを想定しながらですね、ぜひ頑張ってい

ただきたいなと、そのように思います。

次に、30ページ、移住定住促進についてですが、

これは仲宗根悟委員からもまたほかの委員からもあ

りましたけれども、移住体験ツアーとか中間支援組

織等の説明がありましたけれども、取組は主体的に

市町村がやるべきだというふうな答弁もありました

けれども、実際、その連絡とか対応等については、

具体的にどういうふうにされておりますでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 現行、県の移住定住促進

事業におきましても、移住者受入れの取組を進める

市町村と連携を図っているという実態がございます。

また、あわせまして、沖縄県と県内全市町村で構成

する沖縄県移住受入協議会におきまして、様々な先

進事例であるとか、現状置かれた課題等を共有して、

課題解決に向けた取組を進めておるというふうな状

況でございます。

○仲田弘毅委員 企画部としてですね、県内の僻地

あるいは島嶼圏における人口減少とか空き家問題に

ついて、どのように認識していらっしゃるか。ある

いはどういう資料になっているのか、お聞かせいた

だきたいと思うんですけど。

○森田賢地域・離島課長 空き家問題につきまして

は、先ほど申し上げました沖縄県移住受入協議会に

おいても、一定、議論をしているところでございま

して、まさに移住を進めるためには住む場所の確保

というようなものが重要でございますけれども、一

定、空き家をリノベーションして使えるというとこ

ろは使えるんですけれども、そもそもリノベーショ

ンしても使えないような、ある種ぼろぼろになった

ようなところもあるというふうに聞いております。

その点、空き家のリノベーションが重要であるのか、

あるいは市町村によっては、実際問題、受入れの数

というよりも、その地域づくりに貢献するような質

の部分での移住を図りたいというところもございま

すので、それはおのおのの実情に合った形で、引き

続き意見交換をしていきたいなと思っております。

○仲田弘毅委員 僕が今、真剣に聞きたいことはで

すね、例えば宮古地区、八重山地区で、過去10年間

で人口減少がどういった状況で、空き家がどういっ

た状況で推移をしているかと。そういったところを

お聞きしたかったわけですが、もう一度答弁をお願

いできますか。

○森田賢地域・離島課長 直近で申し上げますと、

石垣市としては人口が増えておるような状況でござ

いまして、宮古島はここ５年で見ると人口が減少し

ておるというような実態もございます。ちょっと今、

具体的に空き家が石垣と宮古に何軒あるのかという

のは承知しておりません。

○仲田弘毅委員 八重山、石垣市で人口が増えてい

ても、そのまた離島はどうであるかということを、

県はやっぱり認識すべきだと僕は思います。ちなみ

に、我々うるま市に関しては人口は毎年増えている

んですよ。だがしかし、うるま市の中の２市２町が

合併した島嶼地域、うるま市の中の旧与勝地域、両

町は旧離島が５つもあったわけです。今、うるま市

の津堅島以外は僻地ではあるけれども、もう離島で

はない、橋が架かって。だがしかし、そこの人口は

この10か年間で20％人口が減っているんですよ。そ

して、280軒もの空き家が報告されているんです。で

すから、そういったことを県はしっかりと把握して、

各市町村と対応すべきだと思うんです。全体的な人

口の推移ではなくて、この末端においてどうである

かということを、各市町村と連携を密にしてしっか

りやるべきだと、このように考えています。ぜひ、

市町村とタイアップしながらですね、末端の現状を

把握して、現場対応をしていただきたい、これは要

請、要望で終わります。

ありがとうございました。

○又吉清義委員長 以上で、企画部、出納事務局、

監査委員事務局、人事委員会事務局及び議会事務局
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関係決算に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。事務局から要調査

事項の取扱いについて説明があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項を提起しようとする委員

から、改めて提起する理由の御説明をお願いいたし

ます。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

しております要調査事項の順番でお願いいたします。

仲村家治委員。

○仲村家治委員 消防・防災ヘリ導入に向けた市町

村との調整、連携の在り方について知事に改めて聞

く必要があると思いますので、要調査事項を要求し

ました。

○又吉清義委員長 次に、花城大輔委員。

○花城大輔委員 まず２番ですけども、報告書もそ

うですけど、答弁の中で、成果について明確に得ら

れていないというところが問題だというふうに思っ

ております。また、翁長前知事のつくったワシント

ン事務所への評価、そして、今後どのような成果を

求めていくかというのを明確にしていただきたいと

いうふうに思っております。また、３番については

対話による解決と言いながらも訴訟が繰り返されて

いる。このような中、どのような方法で普天間基地

の負担軽減を行うのか。また、問題解決に向けた国

民的議論の醸成を図るとあるが、どのような議論を

求めていくのかということを聞いていきたいと思っ

ております。

○又吉清義委員長 次に、仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 ワシントン駐在員事務所について、

これだけ多額な県民の税金が使われている以上、そ

れなりの効果がなければならない。そのための費用

対効果について質問をいたしましたけれども、これ

まで明確な答弁がない。そのことについて、ワシン

トン駐在員並びに知事の訪米等含めて、米本国に対

して、米軍に対して沖縄県の実情を訴えたというふ

うにありますけれども、米軍による事件、事故等が

具体的にどのあたりで減ったのか、また、辺野古、

普天間代替施設建設への影響がどれぐらい出たのか

明確でない。そのことを知事から明確な答弁をいた

だきたい。そういった事情です。

○又吉清義委員長 次に、當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 振興計画ということで、今度、主

要成果報告でいろいろとさせてもらったんですが、

まず鉄軌道を含むその公共交通関係。さっき、その

鉄軌道も予算的に県の部分でも調査だけで４億円を

使う。国も多分10億円以上、国も予算をかけている

んですが、全く見通しが立っていないというふうに

思っております。そしてまた、路線バス等を含めた

部分での公共交通の全体の在り方を知事としてどう

考えるのかということもですね、これは今日の答弁

だけでは十分ではありませんでしたので、そのこと

をぜひ知事にお聞かせいただきたいという部分。沖

縄科学技術、これだけ予算的な規模をＯＩＳＴで我

々は振興予算であるわけですから、そういったこと

も含めてＯＩＳＴの在り方、ＯＩＳＴの実績等を知

事がどう評価をしているのかを、ぜひ聞かせていた

だきたいなというふうにも思っております。そして

最後、離島の部分で、離島力の向上ということで船

舶の運賃の軽減やらその航路の安定支援等、また移

住計画の人口増ということであるんですが、この離

島力の向上に関して、公約の一丁目一番地という割

には人口の増加ということも全く見えていないとい

うところもですね、しっかりとこの離島のその予算

の在り方等々含めながら、ぜひ知事にですね、見解

を伺いたいというふうに思っております。

○又吉清義委員長 次に、新過疎法に対する取組の

在り方ついて。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 先ほど質疑をさせていただきまし

て、やはりこれはですね、事務方ではなくてやはり

知事がしっかりと先頭に立って、今対象となってい

る特措法の各首長の皆様方と、しっかりと方向性を

一つにして、またみんなで、議員立法でもあります

ので、その思いはしっかりと知事本人からしか私は

聞けないと思いますので、その辺もしっかりと知事

本人から聞いていただいて、しっかりと戦略を立て

て、この措置法がしっかりとまた延長できるように

取り組んでいただきたいなという思いから、知事に

対してこの在り方についてぜひ要調査事項でお願い

をしたいと思っております。

以上です。

○又吉清義委員長 以上で要調査事項を提起しよう

とする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 基本的には１から６までの間は、

これはもう代表質問、それから一般質問を通してき

たものだというふうに思っておりますので、基本的
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には要調査事項としては当たらないんではないかと

いうことで、反対をまず私はしたいなと思います。

１つ、５番目の當間委員のＯＩＳＴの活用なんで

すけれども、ＯＩＳＴができて、確かにイノベーショ

ン事業でしたっけ、県が関わっている事業があるこ

とはあるんですが、ＯＩＳＴそのものの運営とかい

うものについては、国が結局は沖縄に誘致した部分

で、本来はもちろん振興予算から別枠で来るべきも

のじゃないのかなと私たちもそう思ってはいるんで

すが、これに組み込まれたという部分も解せないな

と思いはするんですけれども、活用の部分というの

はイノベーションかなとは思ってはいたんですがね。

その分についても、説明はなされていないかなとい

うふうな思いです。

以上です。

○又吉清義委員長 ほかに意見はありませんか。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 １番から６番まで、知事を呼ぶ必

要はないと思います。まず、１番の消防・防災ヘリ

に向けてですけどね、導入は。これ、市町村との調

整、連携については、質問の中で明確に執行部のほ

うが答えていると思います。２番について、ワシン

トン駐在員の活動。２番と４番、同じ内容ですけれ

ども、すごい大きな成果が逆に出ているということ

を答弁の中で明らかになっている。わざわざ知事を

呼んで聞かなければいけないというものにはなって

いないと思います。あと、３番について。知事のトー

クキャラバンについては、コロナで今度はまだ行け

ていないということですけども、やっぱり全国に沖

縄の状況を知らせるという努力がね、結構大きな世

論をつくってきたと思うし、それも答弁の中では、

知事がやってきたことについてもね、明確に答弁な

されたと思いますので、あえて呼ぶ必要はない。５番

については、鉄軌道について。本当に見通しが―県

民アンケートなんかも取っていっている状況があっ

て、県民の中にやっぱり公共交通鉄軌道を導入して

いくんだなと。委員の方からも、実現が目の前に、

何年後にはできるようにということを言われている

ようにね、具体的に動いていると思います。

そして、離島振興についても、今日はとりわけ離

島支援の内容がたくさん事業として報告がありまし

たので、それもあえて知事から聞く必要はないと思

います。新過疎法に対するものについても、７月に

知事は６月議会が終わってすぐ上京していると、市

町村の皆さんと行ったと。そして、11月、12月もま

た政府にね、要請に行くということもちゃんと答弁

があったし、知事がやっていることを職員がしっか

りと議会にも答弁で答えていると思いますので、知

事を呼ぶ必要はありません。

○又吉清義委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

以上で要調査事項として報告することへの反対意

見の表明を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、６項目全てについ

て報告することで意見の一致を見た。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特記事項について説

明があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

まず、特記事項について御提案等がありますか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

以上で、特記事項についての提案を終結いたしま

す。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月21日 水曜日 午

前９時までに決算特別委員に配付されることになっ

ています。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、21日 水曜日の午

後３時までに政務調査課に通告することになってお

ります。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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